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公有林化政策と市町村の対応

-北海道を対象としてー

網倉 隆1
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by 
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要旨

163 

我が国林政における市町村の位置づけが高まる中，近年では地域森林資源管理の計画主体としての役割

が市町村に強く求められている。こうした中で1993年，自治省から公有林化政策が提示された。森林を自治

体自ら取得して管理する公有林化政策の登場は，従来の市町村林政の枠内では捉えきれない性格を持つ。本

稿は.90年代における市町村林政の展開と，公有林化政策に対応する市町村の動向を，北海道を対象として

分析を行ったものである。

結果として，①都市・農村・漁村など様々な地域の市町村が，多様な森林政策の課題に対応しはじめて

おり，公有林化政策はそうした課題に対応するための手段として用いられていること，②地域振興策・土地

利用計画などと結びついた森林利用・保全といった課題に対応するために公有林化を行う事例が多く，市町

村による民有林の公的管理という側面は希薄であることが明らかとなった。

キーワード:公有林化政策，市町村，北海道，地域森林管理
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1.背景・課題設定

1.背景

1990年代に入って，市町村林政は，森林政策体

系における位置付けの面においても，その役割の面

においても，大きな転換期を迎えている。

林業経営の一層の空洞化・森林に対する社会的

ニーズの多様化などの背景から，森林管理問題が森

林政策の中で主要な位置を占めつつある現在1) 多

様な森林管理主体の可能性を模索する動きが見られ

るが，市町村に対しでも新たな森林管理の主体とし

ての役割が期待されているのである幻

今日における市町村林政の位置付け・役割変化

は， 1998年10月に制定された「森林法の一部を改正

する法律」に端的に表れている。この法律では，森

林計画体系における市町村の権限強化が前面に押し

出されている。具体的には，第1に，間伐・保育を

中心とする従来の市町村森林整備計画の事項を拡充

し，造林から伐採に至る総合的な森林施業計画に発

展させることである。第2に，森林整備市町村のみ

が策定していた森林整備計画を，民有林が所在する

全市町村において策定するとしたことである。第3

に，地域森林計画の見直しを行い，特定施業森林の

指定等に関して市町村森林整備計画の計画事項とし

たことである。第4に，森林施業計画の認定，伐採

の届け出の受理，伐採計画の変更命令，施業の勧告

等の権限を市町村長へ委譲することである。以上の

ように，市町村は地域森林資源の計画主体として，

我が国の森林政策体系の中で重要な位置づけを与え

られることとなった。

このような情勢にさきがけて， 199拝，林野庁・

国土庁・自治省の3省庁会議において，森林・山村

対策が出され，その一環として，自治省の施策とし

て公有林化政策が提示された。

保全すべき森林を自治体が取得し管理するとい

う目的を持つ公有林化政策は，従来の市町村林政や

近年付与されつつある森林計画主体といったものを

越える性質を持つ。すなわち，個々の林家への助成・

計画策定などにより森林管理を行っていこうとする

従来の政策的枠組みを越え，より直接的な管理を行

おうとするからである。しかし，市町村による公有

林化政策への対応を総合的に検討した研究は，ほと

んど出されていないのが実状である。

2.課題設定

本稿の課題を以下のように設定する。第lに，

公有林化政策に対応する市町村の動向を実証的lこ明

らかにすることである。第2に，森林を市町村みず

からが取得して管理するということが，今日の市町

村林政にとっていかなる意味を持っているのかを明

らかにすることである。

研究方法としては，まず既存の文献・統計資料

から，戦後の我が国林政における市町村の位置付け

変化，及び、市町村林政の役割変化についてみていく

こととした。次に， 1993年度から96年度に公有林化

政策を利用して森林を取得した北海道内45市町村に

対する聞き取り調査を行った。

謁査対象である北海道は，地価が安く森林を取

得しやすいこと，入会林野由来の市町村有林が多い

本州と比較して，市町村が主体となった市町村有林

経営の基盤があることなどから，公有林化政策が比

較的進展しやすい地域であると考えられる。

E章以降の構成は以下の通りである。

第E章では，戦後における我が国林政の展開を，

主として市町村の位置付けとその役割変化に注目し

て概観する。

第E章では， 1990年代における新たな市町村林

政の役割について，近年の森林管理を巡る状況との

関わりの中で明らかにする。

第W章では，公有林化政策の概要を把握すると

ともに，実施市町村数・公有林化された森林面積な

どを数量的に把握し，北海道における公有林化政策

の進展状況を明らかにする。

第V章では，北海道における公有林化実施市町

村のうち特徴的な取り組みを行っている事例を取り

上げ，公有林化に対応する市町村の動向を実証的に

明らかにする。その際，公有林化を実施するに至っ

た経緯とその目的を中心に記述する。

第VI章では，以上の結果をまとめた上で考察を

fTつ。

注及び引用文献

1)林業経済学会においても，近年では「森林管理J問
題，及びそれに関わるテーマを扱うシンポジウムが

立て続けに行われている。

1997年秋季シンポジウム・
「国際化・分権化時代の森林管理問題」
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1997年例会.
「森林管理問題をめぐる国際的動向」

1998年春期シンポジウム:
「国際化・分権化時代の森林管理問題」

1998年秋期シンポジウム・

「林政の転換と市町村の役割J
2)泉英二(1998):市町村林政の可能性，林業経済研究
44 (2)， 17ppなどを参照のこと。

n.戦後林政の展開と市町村の役割

1.林業基本法制定以前の我が国林政と市町村

戦時体制下における軍需資材としての木材の供

出，戦後の復興資材としての木材の膨大な需要によっ

て我が国森林の荒廃が進み，国土保全機能の低下が

大きな問題となった。このため，戦後間もない我が

国林政の展開は，荒廃した森林の早急な回復の一点

に絞られていたといってよい。

この問題に対して， 1950年， GHQの経済科学

局公正取引部と同天然資源局林業部から， I森林計

画の編成と遂行の責任は中央政府が負わなければな

らないJl)， I森林計画の編成については国の事務と

して都道府県に委任して遂行することが適当であ

るJ'l， I国益という観点から計画は編成され，すべ
ての森林を包含する必要があるJ')という共同ステー

トメントが出された。

これを受けて政府は， 1951年の森林法改正にと

もない森林計画制度を新たに創設した。この制度は，

国レベルの森林基本計画，都道府県レベルの森林区

施業計画及び森林区実施計画からなり，この計画が

個別の森林経営を規制するという形をとっている。

また，都道府県レベルの計画作成が機関委任事務と

して行われていることは重要である。都道府県は戦

後ようやく自治組織としての性格を付与されたが，

機関委任事務の存在等によって.国の下部組織とし

ての性格は様々な局面で残存しており，林政におい

ても国の下部組織としての側面が払拭されることは

なかったのである。ここに，国主導的な戦後林政の

特徴を見出すことができる。

次に，我が固における木材需給の動向について

みておく。 1950年6月に勃発した朝鮮戦争は我が国

経済に朝鮮特需ブームという好況をもたらし，木材

需要も紙・パルプ用材，建築資材を中心として激増

している。この時期の木材伐採量の推移をみると，

40年代後半はほぼ5，000万d台で推移するのに対し，

51年には一挙に7，864万nflこ増加する。しかしこれ

以降木材伐採量は停滞し， 50年代はおおむね7，000

万d台を維持しながら推移していく。

それでは，木材供給量が停滞した要因は何であっ

たのだろうか。当時の立木伐採材積を国有林・民有

林別にみると， 1952年には，国有林の1，335万nfに

対し民有林は5，480万nfとなっており，国産材供給

の主体は民有林であったことがわかる。しかし，同

様の数字を61年についてみてみると，国有林2，308

万品民有林5，653万dとなっている。すなわち，

国有林の伐採量はこの間70%もの伸びを示す一方，

民有林での伸びは3%にすぎない。このように，当

時木材供給の主体をなした民有林において供給量が

伸び悩み，結果として総木材供給量の伸びが抑えら

れることとなったのである。民有林材供給量の伸び

悩みは，端的にいえば資源的な制約，すなわち，

「伐採を増加しようとしても，それを可能にするだ

けの資源がなかった」引からである。

このような需給状況のもと，国有林においては

1957年の生産力場強計画によって供給量の増加を図っ

た。しかし民有林については，まず資源造成から始

めねばならない状況にあり，1950年代中葉以降，本

格的な拡大造林政策が展開されることとなる。

しかし，こうした対応のみで需給の逼迫を解消

することは不可能であり，木材価格は急激な高騰を

みる。当時の木材価格の状況は， 1952年から61年の

間「卸売物価総平均指数はほとんど横ばいであった

のに対して，木材価格は2倍以上に上昇J6)すると
いうものであった。

このような状況下において，木材価格の高騰を

抑えるため，政府は1961年に木材輸入を往に据えた

木材価格安定緊急対策を閣議決定し，これ以降木材

輸入量は急増する。木材輸入の推移をみると， 1960 

年の637万ばから70年の5，682万dと増加し，これに

伴い，外材依存率も60年の10.5%から70年の54.1%

と高まっているO

一方，木材輸入量の急増に伴って木材価格は停

滞局面に入り，木材価格の高騰に支えられていた農

家林家の造林投資意欲は一挙に減退傾向に向かう。

この局面にいたり，拡大造林政策の新たな担い手と

して浮上してきたのが森林組合である。

終戦直後の森林組合の法制度上の特徴は， I他

の協同組合のように単独立法化されずに資源立法で
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ある森林法の中に含まれていることであJ7lる。森

林法上の森林組合の目的も， I森林施業の合理化と

森林生産力の増進とを図り，あわせて森林所有者の

経済的社会的地位の向上を期すること」というもの

であり，資源政策の実行主体としての役割が強調さ

れていた。

当時の森林政策の目的が，個々の林業経営を視

野に入れたものではなく，あくまで森林資源の増強

をねらったものであることから，上記のような位置

づけを与えられていた森林組合を森林政策(=森林

資源政策)の末端の担い手として捉えたことはごく

当然、のことであった。また， この資源政策が国の主

導で行われたため，国一都道府県森林組合一森林

所有者というルートによって林政が展開されること

となった。当時の林政は，国を頂点とするトップダ

ウンの政策体系の中で森林組合ーが末端組織として位

置付けられ，市町村はその坪外に置かれたことが，

林政と市町村の関係を理解する上では重要な点であ

る。この時期の市町村は，公有林野の所有者として，

森林政策の客体としてみなされていたに過ぎない。

2.基本法林政と市町村

我が国が高度経済成長期を迎えると，森林政策

は資本の論理に取り込まれつつ大きく方向転換する。

当時，我が国の森林政策に向けられた資本の要請は

主に以下の2点であった。

第 lに，労働力供給地帯としての農山村の再編

成である。高度経済成長期における重化学工業の発

展によって資本はさらに多量の労働力を必要として

いたが，この労働力需要色農業生産性・林業生産

性の向上によって析出した農山村の余剰労働力によっ

て補給する必要が生じたのである。

第2に，林業総生産の増大である。 1961年の木

材価格安定緊急対策によって我が国の木材輸入量は

激増するが， 60年代前半はいまだ国産材が主流であ

り， 65年の外材依存率も26.3%にとどまっていた。

このことから，国産材供給体制の確立も資本にとっ

ては依然重要課題であったのである。

こうした課題を受けて1964年に林業基本法が制

定されたが，この法律は，林業総生産の増大・林業

生産性の向上・林業従事者の所得向上を3つの柱と

して構成された。すなわち，紙パルプ用材・建築用

材の国産材による供給を図ること，林業生産性の向

上を図り，安価な材を提供する国産材供給体制を確

立すること，農山村に余剰労働力を析出させ，都市

への労働力供給地帯として農山村を機能させること

を狙ったのである。

林業基本法を機軸として進められた政策は「基

本法林政」と呼ばれる。基本法林政の展開過程で森

林政策上の位置づけを著しく高めたのは森林組合で

あったが，以下に挙げる理由から，これまで森林政

策の坪外におかれていた市町村も一定の位置づけを

与えられることとなった。

第1に，当時の林政には産業横断的・地域的視

点が求められていたことである。当時の農山村は労

働力供給地帯として位置付けられていたのであり，

余剰労働力の析出を図りながら労働力供給地帯とし

ての維持を図ることが要請されていた。こうした課

題に応えるために， 1961年には農業基本法， 64年に

は前述の林業基本法， 1965年には山村振興法が提示

されたのである。すなわちこれら 3法は統一的に遂

行されねばならず，地域の自治組織である市町村が，

林野行政のなかで一定の役割を果たしうる可能性が

生じたのである。

第2に，国産材の供給量増大が資本にとっては

いまだ重要課題であったということである。すなわ

ち， I林業生産の『合理化』を図る担い手を育成す

る方向が追求され，行政と事業体との分化が必要と

なJ8lったのであり，林業生産合理化を担う事業体

として森林組合を位置付け，これまで担っていた林

政の末端組織としての役割を市町村に移行する契機

が生じたのである。

このような基本法林政の中心に据えられたもの

が林業構造改善事業(以下，林構事業)であった。林

構事業によって森林組合は事業体としての実力を著

しく高めたが，事業が市町村単位の地域指定によっ

て行われること，実施に先立つて市町村が事業計画

をたてることから，市町村も地域の林業について総

合的に把握する機会を得るとともに，林業行政に主

体的に対応する契機を得た。

さて以下において，林業基本法が制定された19

64年度以降の市町村林業費，市町村農林水産担当職

員数の推移から，市町村林政の財政的・人的基盤に

ついてみることとする。

高度経済成長期の我が国財政は一貫して拡大を

続けたが，こうした全体的な財政規模拡大基調に牽

引される形で林業財政も拡大を続ける(図-1)。林

野庁所管一般会計予算の伸びを公共・非公共別にみ
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72年までの聞に，市町村林業費は約3.2倍に増加し

ている。 ζの増加は， 1965年から74年にかけて実施

された第l次林構事業のおよそ 7割が林道整備に支

出されたことと，林道整備の事業主体として市町村

が位置付けられていたことによるところが大きい。

一方，市町村林務担当職員数の推移はどうであっ

ただろうか。市町村林務担当部署の状況を直接示す

第 56巻北海道大学農学部演習林研究報告

ると， 1964-70年の間，非公共事業費の伸び率が公

共事業のそれよりも上回っている(表ー 1)。さらに

非公共事業費に占める林構事業費の割合は4割台後

半にまで達しており(表-2)，林構事業費がこの期

間の林業費を増加させた一因であったことがわかる。

林野庁一般会計予算の伸びと同様，市町村の林

業財政も拡大基調をたどった(図-2)0 1966年から
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年度

非公共総額

林業構造改善

比率

森林計画
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数値は1964年度の職員数を10として換算したもの

へ，農林水産部門職員数は同期間に3.9万人から4.4

万人へと増加している。一般職員数の伸びと比較す

れば農林水産部門職員数の増加は緩やかであるが，

市町村林務担当職員はこの時期大幅に増加したと考

えられる(図-3)。

資料はないが，字山は，教育 ・箸察 ・消防などの部

門を除いた市町村の一般職員数と農林水産部門職員

数の推移から，林務担当職員数の推移を類推してい

る叫。1964年から高度成長末期にかけて市町村職員

は一般職員 ・農林水産部門職員ともに増加傾向にあ

り，一般職員数は1964年の47万人から72年の60万人
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3.地域林業政策と市町村

1971年における我が国の経済成長率は7.4%と，

他国と比較すれば依然高い成長率を保っている。し

かし.65年末から続いたいざなぎ景気を経験してき

た資本にとって，高度成長の終罵を予感させるには

十分な数値であった。このため，政府は資本の要請

に基づき大規模な景気対策を実施する。財政面では

赤字公債・財政投融資の拡犬，金融面では公定歩合

の相次ぐ引下げを行った。これらの施策により我が

国経済は深刻なインフレーションに陥ったが，それ

と同時に，インフレ景気と呼ばれる高度成長期最後

の好況期を迎えることとなったのである。

これら景気刺激策の結果，資本の手元には大量

の過剰流動性が生み出された。しかし，過剰設備が

大量に存在する当時，この過剰流動性を吸収するよ

うな設備投資が行われる余地はなかったため，過剰

流動性は主として土地投機・海外投資に向けられた

が，両者ともに林政に対して大きな影響を与えるも

のであった。

まず第1の土地投機であるが.1970年代前半だ

けで「全四国に匹敵する150万haの山林原野が，主

として農民の手から資本の手に移った」叫という規

模をもって進んだ。こうした林野の買い占めはゴル

フ場・別荘開発を目的としており，さらに不在村化

を引き起こすことで森林の荒廃に拍車を掛けた。ま

た，土地価格の高騰を引き起こして林業経営を空調

化させた。

第2の投資先は海外である。 1951年から71年ま

での対外投資累計額は44.35億ドルであったが. 72 

年及び73年の2年間のみで対外投資額は58.36億ド

ルに上る。また，この対外投資は資源開発関連の事

業が多く 1九海外に投資して資源開発を行い資源を

輸入する開発輸入方式が本格化する。森林資源開発

今度は「山村の土地・森林・水・景観・空気など全

『環境資源』を，新たな資本蓄積のための『社会資

本』として再編成しようというもの」叫lこほかなら

なかった。

しかし圏内林業に対する資本のこうした考えは

そう長くは続かず.1970年代中葉になるとオイルショッ

クなどにみられる資源ナショナリズムの高揚によっ

て早くも方向転換を迫られる。

資源ナショナリズムは，戦前は帝国主義国家に

よって，戦後は多国籍企業によって，長い間掌握さ

れ続けてきた資源を自国の手に取り戻そうという運

動である。当然その範囲は原油のみにとどまらず，

木材資源についても輸出規制という形で顕在化し

た刊。

以上のような1970年代の経済の動向は，我が国

林政の展開に大きな影響を与える 2つの要因を生み

出した。第lは，開発輸入方式の採用などによる外

材依存体制の定着である。外材依存率は1970年には

50%を越え.80年には木材供給量の67%を占めるよ

うになる。

しかし第2に，資源ナショナリズムの高揚によっ

て，外材依存体制の脆弱性が露呈した。東南アジア

諸国においては様々な輸出規制が敷かれ. 1979-80 

年のチップショックにおいては，我が国の紙・パル

プ資本は，それ以前の約2倍の価格となったチップ

を受け入れざるをえない状況に追い込まれた。これ

によって，我が国資本にとっても，圏内の森林資源

を利活用していく道を一定考えなければならなくなっ

たのである。

ここにいたり，我が国の森林政策は，基本法林

政に変わる新たな方向性を見出すことが必要となっ

た。すなわち，外材依存体制を与件としつつ，外材

価格に対抗できる圏内林業生産を可能とする道であ

に関しても同様の傾向をたどり.68年度以降から住 る。

友商事・安宅産業・三井物産などの商社が中心となっ しかし，当時の我が国林業をめぐる状況は既に

て大規模に展開された。こうした要因もあって木材

輸入量は激増し，木材自給率は73年には36.2%にま

で低落する。

このような中で1971年，経済同友会による 121

世紀グリーン・プランへの構え」が提示された。こ

れは，森林の環境資源としての役割や水源緬養機能

を重視し.1社会資本充実の一環としての森林ストッ

クの造成」聞をはかるというものであった。しかし

これは，外材体制の確立とともに国内林業を切捨て，

厳しいものとなっていた。 79年度の林業白書におい

ても.1国産材供給の担い手をめぐる問題は極めて
深刻であり，個々の森林所有者，素材生産業者，製

材業者，原木及び市売市場などがそれぞれ個別に経

営の合理化を図るのみでは到底克服できるような状

況にはな」い，という状況把握がなされているので

あるo

さて，こうした経済的な動向のほか，当時の我

が国林政を規定するもう 1つの要因として，当時の
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森林資源の状況がある。戦後の強力な造林政策の展

開によって， 1980年における我が国の人工林は955

万haに達し，こうした造林地の多くが間伐期に入っ

てきている。しかし，これまでの資源政策は拡大造

林政策に偏重しており，間伐対策がとられることは

ほとんどなかった。また，間伐材利用促進のための

林産業対策なども行われてこなかった。しかし，外

材体制を与件としつつも，外材価格に対抗できる国

内林業生産の確立のためには，間伐の遅れに起因す

る森林資源の悪化は極桔となる。

間伐対策が迫られる段階になると，間伐材利用

をも視野に入れた林産業対策が政策の組上に乗せら

れることとなり，さらに効率的な国産材産地形成を

目指すためには，川上と川下をインテグレートさせ

る必要が出てくる。

このような中で， I地域のおかれた条件に応じ，

育林から流通までの各段階の有機的な関連付けの下

で，地域的なまとまりを持って」同推進する「国産

材の安定的な供給体制作り」附として，地域林業政

策が提示されたのである。

上記のような課題を受けて登場した地域林業政

策は，以下のような性格を有していた。第1に，外

材価格に対抗できる地域のみを選別すること，第2

に，加工・流通といった川下も政策対象に含み，川

上から川下までの一体的整備を図ること，第3に，

このことから，森林所有者の協業組織である森林組

合に代わって， I地域林業を組織化し，推進するオ

ルガナイザー」同として市町村が措定されたことで

ある。

さて，地域林業政策は1970年代後半から80年代

にかけて展開される。まず1976年には中核林業振興

地域育成特別対策事業， 80年には林業振興地域育成

対策事業が出されたが，これは施業の属地集団化を

基礎に林道の優先開設などを図り，地域的まとまり

を持って行われる森林施業を活性化させようという

ものである。

また間伐対策も進行している。 1979年の森林総

合整備事業は，団地共同森林施業計画造林の査定系

数をかさ上げするとともに除間伐をも補助の対象と

した。 1981年の間伐促進総合対策事業は，間伐材の

流通・加工体制の整備をもその対象に含むこととなっ

た。

林構事業についても， 1980年から指定が開始さ

れる新林構事業は地域林業政策の一環としての性格

を付与されており，山元における林道・作業道敷設

に始まり，素材生産・流通・加工の各部門に対する

施策が総合的に取り込まれている。

こうした施策の計画主体として位置付けられた

のが市町村であり，市町村林政の業務内容は質・量

ともに拡充された。さらに1983年に森林計画体系の

中に新設された森林整備計画は，市町村が間伐・保

育など森林整備に関して計画を立てるものであり，

これによって林政における市町村の役割は法的にも

裏付けられることとなったのである。

以上，地域林業政策が提示された過程，及び具

体化の内容を概観したが，以下では再び字山の前掲

論文を参考として，この期間における市町村林務行

政の財政的・人的基盤をみることとする。

まず林野庁所管の一般会計予算の推移をみるこ

ととする(図 1)0 1970年代は一貫して増加し続け

たが， 80年になると第2次臨時行政調査会による行

財政改革方針に規定される形で停滞局面に入る。

次に市町村の林業費の動向をみると(図一 2)， 

林野庁一般会計予算と同様に1980年代に入って伸び

率が低下するが， 80年代後半になると再び増大局面

に入る。 70年代までの市町村林業費の増加は主に都

道府県支出金によるものだが， 80年代に入ると都道

府県支出金は停滞傾向を示すようになり，伸び率低

下が主にこの部分によって引き起こされていること

がわかる。都道府県支出金は，主として国庫支出金

に都道府県が負担分を上乗せして市町村に支出する

というものであるから1ペこの停滞は市町村に対す

る国の財政負担の停滞を意味する。つまり80年代の

我が国林野行政は， I市町村重視を打ち出しておき

ながらも財源的な措置をして」同いないのである。

都道府県支出金はその後も停滞し続けるが，一方で

一般財源の伸びが目立つてくるようになる。つまり，

市町村は80年代に入って停滞局面を迎えた都道府県

支出金に代わって，一般財源によってその財政需要

を賄ったのである。

続いて農林水産部門職員数の推移をみると(図

3)， 1960年代， 70年代を通して増加傾向にあった

市町村職員数は， 80年代に入ると一般職員，農林水

産部門職員ともに停滞し始めることがわかる。こう

した自治体職員数の減少は， Ir地方公共団体の定員
及び給与等の合理化』を打ち出した二次臨調の第一

次答申によるところが大きいJ20l。

この時期の市町村の役割変化は，その理由は異
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なるものの，基本法林政と同様に国による政策体系

への取り込みという側面が強い。しかも，その役割

変化に見合うだけの財政支援は行われていない。し

かし，地域林業政策の展開によって市町村林政の業

務内容は質・量ともに拡充したのであり， 1990年代

における市町村林政の新たな展開への足掛かりとも

なったのである。
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皿 1990年代における市町村林政の役割

従来の市町村林政は，主に国からの要請に基づ

き，中央から地方に通ずる一連の体系の中に取り込

まれる形で展開してきた。 1990年代に入ってからも

こうした側面は厳然として存在しているといえる。

しかし近年では，我が国森林管理をめぐる状況が一

層厳しさを増してきたことを受け，市町村は特に森

林整備・森林管理の面で主体的な政策展開をみせは

じめている。

本章ではまず，上からの再編としての流域管理

システム政策と，その中での市町村の役割・位置付

け変化を概観したのち，一層厳しさを増してきた近

年の森林管理をめぐる全国的な状況をおさえ，こう

した状況に対応する市町村の主体的な取り組みを概

観する。

1.流域管理システム政策と市町村

1990年12月，林政審議会は「今後の林政の展開

方向と国有林野事業の経営改善」と題した答申を行っ

た。この答申は，我が国人工林資源の成熟，森林に

対する社会的ニーズの多様化などを受け，①「緑と

水」の源泉である多様な森林の整備，②「国産材時

代」を実現するための林業生産・加工・流通におけ

る条件整備を我が国林政の2大課題とするものであ

り，これを実現するために「森林の流域管理システ

ムJという考え方を打ち出した。

流域管理システムの特徴は，第1に林業構造の

形成・森林整備の基礎単位を流域に求めた点である。

1970年代末から80年代にかけて展開された地域林業

政策では， r“地域"の対象として市町村が念頭に
置かれJl)ていたと考えられるが，流域管理システ

ムはでは，全国を158の流域に区分し，政策の基礎

単位を地域から流域へと広域化した。流域管理シス

テムは，流域という拡大された基礎単位のなかで国
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産材産地形成を図るとともに，多様なニーズに応え

るための森林整備を行おうとするものである。

第2の特徴は，国有林と民有林の一体的整備を

狙った点である。このため， 1991年の森林計画制度

改正にともない，新たに「国有林の地欄リ森林計画」

と「施業管理計画」が定められることとなり，従来

国有林野経営規程で定められていた「経営基将十画」

「地域施業計画」は廃止された。この改正によって，

国有林と民有林は同一区域・同一期間の計画を樹立

することとなった。

第3の特徴は，関係者の合意形成に基づく国産

材産地形成・森林整備という視点が明確に打ち出さ

れ，具体的な対策がとられたことである。地域林業

政策においても，地域林業を組織化し推進するため

のオルヵーナイザーの役割は重要視されていたが， こ

の時期においては市町村をはじめとした各主体にそ

の役割を期待するという程度にとどまっていた。し

かし流域管理システムでは，各流域ごとに「流域林

業活性化協議会」を設けて関係者間の合意形成を行

う場を確保することで，こうした考えを一層発展・

具体化させている。

さて，森林の流域管理システムは基本的には地

域林業政策の枠組みを受け継いでおり， I地域林業

政策の強化政策であるJ2)といえるが，我が国林政

の展開過程における市町村の位置づけ・役割という

文脈から捉えると，そこには大きな変化が生じてい

る。すなわち，流域管理システムの出された背景に

は，我が国林野行政における国有林の大幅な後退が

あることである。 1970年代中盤以降，国有林野事業

の累積債務は年々膨張し続け， 90年度末には約2.3

兆円に達している。そのため国有林は，支出削減に

関わっては現業部門の縮小や人員の大幅な削減など，

収入の増加については林野を含めた資産売却などを

行っており，我が国林政における国有林の位置づけ

は大きく後退している。こうした背景のもとで，林

政における市町村の位置づけは著しく高まっている

のである。

ではここで，流域管理システムの登場に起因す

る市町村の位置付け変化を具体的にみておこう。

第1に，流域林業活性化協議会におけるオルガ

ナイザーとして市町村が措定されたことである。

1990年度版の林業白書においても， Iこの協議会(流

域林業活性化協議会)の中で，地域に密着した行政

機関である市町村はオルガナイザーとして極めて重

要であり，情報管理，連絡帳正答の面でリーダーシッ

プを発揮していくことが期待される(括弧内引用者)J

と記述されている。

第2に，森林整備計画が施業共同化の促進・林

業従事者の育成確保・林業機械導入の促進などを含

んだ市町村森林整備計画へと拡充されたことである。

なお第章で述べたとおり，市町村森林整備計画は

1998年に閣議決定した「森林法の一部を改正する法

律Jによってさらに強化され，造林から伐採に至る

総合的な森林施業計画に発展している。

以上のように， 1990年代に入って我が国林政は

市町村を中心に据えた行政システムへと変化しつつ

ある。

2.近年の森林管理を巡る状況

本節では，近年の森林林管理を巡る全国的な状

況を，特に私有林に注目して概観する。なお，本節

は主として「世界農林業センサス(以下.センサス)J

及び「林業(構造)動態調査(以下，動態調査)Jのデー

タをもとに記述する。

まずセンサスをもとに我が国森林資源の状況を

述べておく。 1990年における林野面積は全国で

2，502.6万ha，うち人工林面積は1，025.3万haであり，

人工林率は43.1%に達している。しかし， 10年ごと

にみた人工林増加面積をみると， 60年から70年にか

けては153.3万ha，70年から80年にかけては188.9万

haであるのに対し， 80年から9併手では66.9万haとなっ

ており，造林意欲の急速な減退傾向が伺える。

しかし，人工林の齢級構成は着実に高齢級化し

ている。我が国人工林に占めるV齢級以上の森林面

積の割合は1990年時点で62.7%となっており， 70年

の24.8%，80年の35.3%に対して大幅な増加を示し

ている。ただし，この増加は要間伐齢級と思われる

V-VIH齢級の森林の大幅な増加によるものである。

ー齢級の森林が人工林全体に占める割合は， 70年で

は15.1%，80年では25.7%，90年になると37.3%に

まで増加している。我が国の人工林は，その多くが

要間伐林であるといえるのである。

次に，民有林の約4割を保有する林家の動向を

把握しておく 3)。

まず指摘できるのは，山林保有構造の零細化が

一層進展したことである。全国の林家戸数を森林保

有規模別に0.1ha-1 ha層と 1ha以上層に分けると，

0.1ha-1 ha層は， 1970年では142.1万戸(林家戸数
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の55.4%)， 80年には141.9万戸(56.0%)，90年には

145.2万戸(57.9%)となっている。一方 1ha以上層

をみると， 70年114.4万戸(44.6%)，80年111.3万戸

(44.0%)， 90年105.6万戸(42.1%)と，小幅ながら減

少を続けており， 80年代に林地保有の零細化が進ん

だことがわかる。

次に指摘できるのは林家の非農家林家化である。

全国の農家林家戸数は， 1970年には227.9万戸(全林

家戸数の88.8%)，80年には198.1万戸(78.3%)，90 

年には159.5万戸(63.6%)と減少を続ける一方，非

農家林家戸数は， 70年には28.7万戸(11.2%)，80年

55.0万戸(21.7%)，90年91.3万戸(36.4%)となって

いる。非農家林家化の一層の進展は，農林複合経営

の崩壊，林家の林業事業体としての空洞化を示すも

のと捉えることができるだろう。

次に，森林管理の組放化を招く一因である不在

村化の傾向についてみる。 1990年における不在村所

有林野面積は全国で300万ha，全私有林面積の21.8

%を占めている。 70年， 80年における不在村所有林

野率はそれぞれ14.9%，18.8%であったから，近年

における不在村化がことさら急速に進んでいるわけ

ではない。しかし， 80年から90年にかけての不在村

化の特徴は，県外不在村者の増加率が県内不在村者

の増加率を上回っているという点にあり，森林所有

者と山林の距離はより遠隔化し，所有林の管理は一

層困難さを増している。

次に，動態調査をもとに林業従事世帯員の動向

をみるとへ林家l戸あたりの林業従事世帯員数は，

1978年には1.5人であったものが， 85年には1.3人，

94年にはさらに減少して0.8人となっている。また

年間150日以上従事した世帯員数を林家 l戸あたり

でみると， 78年では0.10人， 85年では0.10人， 94年

では0.06人にすぎない。

こうした林業経営の空洞化を保有山林の管理状

況からみておこう。 1994年の動態調査によれば，保

有山林を「主に自己管理している」とした林家が47.

5%， I主に外部に委託・請け負わせている」とした

林家が34.2%となっている。これに対し， I特に手

入れ等はしていない」とした林家が18.3%にも上っ

ているのである。

以上のように，林業経営の空洞化は一層進展し

ており，森林資源管理の組放化が問題となっている。

3.市町村林政の新たな展開

1990年代に入ると，上からの再編としての流域

管理システム政策に組み込まれる形で，市町村は我

が国林政における位置づけを著しく高めた。しかし，

近年の森林管理をめぐる諸条件の悪化を受け，市町

村は森林整備・森林管理の面で主体的な展開をみせ

はじめている。

1990年代における市町村林政の展開として特徴

的なものは，森林整備を対象とした市町村単独補助

事業の増加である。造林・除間伐・林道などの事業

は，市町村が事業主体となる場合は除いて，国・都

道府県の補助と事業主体の持出分によって賄われ，

市町村の負担は義務づけられていない。しかし，近

年では市町村の自主的な上乗せ補助がなされるよう

になってきている。

市町村単独補助事業に関する全国的な資料は出

されていないが，北海道林務部(現水産林務部)によ

る，全道の状況を示す資料があるので，以下これを

参考にして述べる。

まず道内において，何等かの形で自治体単独補

助事業を設けている市町村の数をみると， 1997年で

は151自治体，全道212市町村の71%にも上る。 90年

における単独補助事業設置市町村数は80であったか

ら， 90年代に入って約1.9倍になっている。

次に市町村単独補助事業を補助内容別に見みる。

表-3をみると，造林事業に対する補助事業の設置

件数は， 90年から97年にかけて約2.8倍に増加して

いる。同様に，未立木地造林は60倍，除間伐は約2.

6倍，下刈りは約3.8倍，枝打ちは2訓告，作業路開

設は約1.8f音となっている。単純にこれらの補助事

業をそれぞれl件として合計すると， 90年では115

件であったものが97年には365件，約3.2倍となって

おり，補助事業設置市町村数の伸びを大きく上回っ

表-3 1990年度と97年度における市町村単独補助事業数の比較(北海道)

造林未立木地造林 除間伐 下刈 枝打作業路開設合計
1990年(A) 45 33 12 10 14 115 
1997年(B) 127 60 85 45 23 25 365 
B/ A 2.8 60 2.6 3.8 2.3 1.8 3.2 

北海道林務部資料より作成
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ている。すなわち，単独補助事業を設置する市町村

の数が増加しただけではなく，個々の市町村が取り

扱う補助事業の内容も豊富化したのである。

市町村単独補助の多くは，国・道の補助事業に

市町村の補助金を加算する，いわゆる上乗せ補助で

ある。国・道の補助事業をそのまま用いることが多

いこと，これまで国が用いてきた補助金という手法

を踏襲していることなどから，市町村独自の森林政

策という観点からみれば若干の疑問は残る。しかし，

造林や除間伐などなんら負担義務のない分野に対し

て，多数の自治体が自発的に対応しているという事

実は評価できるだろう。

以上述べてきた自治体単独補助事業は，あくま

で個別林家に対する行政側からの支援という枠を出

ない。しかし前節で述べたとおり，近年の森林管理

を巡る状況は極めて厳しいものとなっており，従来

の個別林家に対する支援に加え，地方自治体が主体

となった地域森林管理が新たな政策課題として登場

している。

地方自治体が主体となった森林資源管理を行う

場合，次の2形態が考えられる。第lは，所有は従

来の森林所有者に帰属させつつも，分収契約などを

結んで自治体が管理する方法である。第2には，自

治体みずからが森林を取得して自治体有林として管

理を行う方法，すなわち公有林化である。公有林化

に関しては章を改めて述べることとし，ここでは分

収契約による私有林管理に関して現状を把握してお

く。分収契約による私有林管理に関しては資料が乏

しく全国的な傾向は把握できないため， 1993年に創

設された公的分収林整備推進事業の道内での進展状

況，及び道内45市町村に対する聞き取り調査をもと

に，北海道について分析を行う。

公的分収林整備推進事業は， I公益的機能の維

持増進を図るために，適切に森林整備が行われてい

ない森林について，都道府県・市町村・森林整備法

人などが分収方式により適切な森林整備を推進する」

というものである。地域森林計画において水源かん

養・山地災害防止機能などの発揮を求められる森林

として指定され，かっ市町村との分収契約を結んだ

森林に対して，育成単層林整備・育成複層林整備・

機能増進保育の補助率(査定係数)がかさ上げされる。

しかしこの事業に対応する市町村は極めて少な

い。 1993年度の創設時から97年度までの5年間にお

ける指定市町村は，道内212市町村中 7市町村にす

ぎない。契約面積もかなり小規模であり 7市町村

合計で416haとなっている。

この原因として，第1に，公的分収林整備推進

事業の補助率が市町村にとってそれほど魅力のない

ものであることが挙げられる。すなわち，多くの市

町村が導入している流域森林総合整備事業の査定系

数の最大値が170と，公的分収林整備推進事業の最

大値180と比較しでも遜色ないといえるほど高いの

である。

第2に，聞き取りにおいて多く聞かれた「分収

契約による私有林管理は，自治体と森林所有者の意

見交換などが必要なので面倒であるJ，I自治体がイ

ニシアティブをとって森林管理を行おうとする場合，

分収契約による私有林管理は限界がある」という市

町村側の意識を挙げることができる。すなわち現在

の市町村は，森林所有者との合意形成を基礎とした

私有林管理をその繁雑さから敬遠しているのである。

第3に，分収契約はあくまでも伐採収入を前提

としており，多様な森林管理を行うには一定の限界

を有することである。

このように，市町村林政は1990年代に入って急

激に重みを増してきているとともに，その業務内容

も膨大なものになってきているが，その遂行にとっ

て不可欠な財政的・人的基盤が，この動向に見合う

だけの拡充がなされているかどうかが問題である。

まず財源別市町村林業費の推移をみておく。再

び図 2をみることとするが，市町村林業費の推移

が1993年度を墳にして明らかに異なる様相を呈して

いることがわかる。前章でみたとおり， 80年代後半

における市町村林業費の増加は一般財源によって賄

われていたが，この傾向は92年度まで継続している

と捉えることができる。しかし，市町村林業費の伸

びは93年で止まり，以降若干の減少さえ示すように

なる。また， 93年以降になると，都道府県支出金や

一般財源に代わり，新たに地方債の伸び、が目立つよ

うになる。

市町村林業費における地方債の比重の高まりは，

一面では， I森林にかかわる環境行政が環境庁へ，

中山間地域対策が国土庁に，そして林業振興対策が

自治省に移行し，…・・『森林』政策の『多様化J，

『多元化』が進行しJ5lているという，近年の林政を

めぐる動向の一側面を表しているともいえる。すな

わち自治省による施策の多くは，地方債の発行許可

とその後の交付税措置という形で行われるものが多
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く，その影響が市町村林業費にも表れているのであ

る。しかし地方債はいうまでもなく自治体の借金で

あり，地方債に依存した現在の状況は，自治体林業

財政の危機的状況を示しているといわなければなら

ない。

次に図-3から， 1990年代における市町村の農

林水産部門職員数の推移をみる。 80年代前半の特徴

は，市町村一般職員の減少と同様の傾向を示しつつ，

農林水産部門職員数が減少していくというものであっ

た。それ以前においても，農林水産部門職員数の増

減と一般職員数の増減は，大きく捉えれば同ーの傾

向を示していたといえる。しかし80年代後半に入る

と，一般職員数農林水産部門職員数の推移は異なる

傾向をみせはじめる。

市町村一般職員数は， 1988年から若干ではある

が増加局面に入り， 87年の80万8，400人から96年の

85万2，500人まで増加する。しかし農林水産部門職

員数は， 83年の5万3，900人から一貫して減少し続

け， 96年には5万1，100人となっている。これは，

外材体制の定着による林業の危機，農産物の市場開

放や新農政の展開による農業の危機等によってもた

らされたものであり，市町村職員の全体的な微増傾

向に反して，一貫して農林水産部門職員が減少し続

けるという新たな局面に入ったことを示している。

以上， 1990年代における市町村林政の新たな動

向に関して述べてきた。その特徴として以下の諸点

を挙げることができる。

第1に市町村林政が，森林整備計画の作成個々

の林業経営体への助成，地域林業のオルガ‘ナイザー

としての役割だけでなく，地域森林管理の面で主体

的な役割を担いつつある。第2にこうした施策展開

は，国による政策誘導という面も厳然として存在す

るものの，市町村の主体的な意志決定の下で展開さ

れるようになってきている。しかし第3に市町村自

治体における財政・人員の拡充はなされておらず，

現在の市町村林政は自治体林務職員の努力に支えら

れて辛うじて展開されているといえる。

注及び引用文献

1)神沼公三郎(1998):林業・森林政策の新たな展開と

山村問題の焦点，林業経済研究44(2)，5pp 
2)遠藤日雄(1993)・林業政策の展開過程と流場管理シ

ステム，船越昭治編著「転換期の東北林業・山村J， 

73pp，農林統計協会
3)センサスの定義によれば，林家とはO.lha以上の山

林を保有する世帯の総称である。我が国における全

森林の27%，675万haが約250万の林家によって保有

されており，林家1戸あたりの保有面積は2.7haと

零細であるが，林家の動向は我が国の林業・森林管

理に大きく関わってくるといえよう。

4)動態調査の調査対象は， 1978年及び85年の調査にお

いては5ha以上層， 94年度では20ha以上層に限られ

る。林家の大半を占める 5ha以下層が捨象されてい

るので，このデータをもって全体的な傾向を即断す

ることは避けねばならない。

5)安藤嘉友(1993):現段階の林業構造と「森林政策J-

「臨調行革」林政の破綻と矛盾の激化 ，林業経済

研究123，12pp 

IV.公有林化政策の概要と進展状況

1.公有林化政策の概要

山村崩壊の危機，森林の公益的機能低下に対す

る懸念などを受け， 1991年に林野庁・国土庁・自治

省による森林・山村検討会が発足した。同検討会に

おける検討の結果，山村地域の振興を図るとともに，

国土の保全や水源のかん養，環境の保全等，森林の

有する多様な機能の維持・増進を図るため， 93年度

から森林・山村対策として各種の施策が講じられる

こととなった(表-4)。これらの施策は3省庁がそ

れぞれ分担して行うこととなっている。

この一連の施策の中で， ["保全すべき森林の公

有化の推進(以下，公有林化政策)Jとして，地域環

境境保全林整備特別対策事業(以下，地域環境保全

林事業)及び公益保全林整備特別対策事業(以下，公

益保全林事業)の2事業が自治省の施策として打ち

出された。なお， 1993年度から96年度までの両事業

の予算規模は年間500億円であったが， 97年度は460

億円に減額されて実施されている。

以下，両事業の概要を述べる。

まず地域環境保全林事業であるが，この事業の

目的は， ["環境保全・保健休養などの優れた価値を

有する森林について，地域振興などの観点から，森

林公園などの公の施設として管理し，その保全・活

用を図ること」であり， ["都道府県又は市町村が，

公の施設として保全・活用を図る森林(土地及び立

木)の取得並びに保全・活用を図るために必要な施

設の整備事業」に対して，国が地方自治体に対して
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表-4 I森林・山村対策」各事業の概要と担当省庁
山 環境

環境保全・保険休養などの優れた価値を
有する森林について公有化を図る

公益的機能が高いと認められる森林の公有化を図る
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公有林等の適正な管理を通じて，森林の
持つ公益的機能の維持・増進を図る
集落聞のネットワーク形成等，地域の定住環境の改善に資する林道の 自治省
整備を促進するため，国庫補助事業と地方単独事業を有機的に推進する林野庁

林業の振興に資する林道及び基幹作業道の整備を促進する
自治省

自治省

林業従事者の労働安全性の充実，技術・技能の向上，
樹 l厚生を図るための基金を都道府県に設置
森林管理を目的とする第三セクターの設立，職員の人材養成に対する
地方自治体の出資・助成を支援する

自治省

自治省

財政措置を図るというものである。財政措置は，森 市町村が取得する場合は，市町村森林整備計画に

林の取得及び施設整備に要した事業費の75%まで起 おいて定められたものに限られる。

債(地域総合整備事業債)が許可され，後年度，地方 ②取得後，行政財産(公用財産)として適正に管理し

自治体の財政力に応じて元利償還金の30-55%が交 ていくものであること。

付税として補填されるという形式をとっている。自 また1994年度には，自治体区域外の上流地域に

治体の財政力や起債額の多寡によっても異なるが， 存在する森林の取得も事業の対象となった。この場

限度額の上限まで起債を行った場合は当面の支出と 合，上記の②に加えて次の要件③が満たされている

して事業費の25%，後年度の支出として33.75 ことが必要となる。

52.5%が自治体一般財源からの負担となる。よって ③地域森林計画において特定施業森林の区域として

自治体の負担額は事業費の58.75-77.5%，交付税 定められたもの，及び民有林の4-11号保安林の

措置額は22.5-41.25%となる。 うち，この森林の存在する市町村の市町村森林整

また，地域環境保全林事業を導入する際必要と 備計画に位置付けられているもの。さらに，森林

なる要件は，条例によって取得森林を公の施設とし 所在市町村との聞に，地域森林計画及び市町村森

て指定すること(一定期間内に公の施設として指定 林整備計画に即した森林の整備に関する協定を締

する予定のものを含む)，公の施設としての管理体 結すること。

制をとるものであること，以上の2点である。なお 地域環境保全林事業と公益保全林事業の性格を

この事業では民有林・国有林ともに取得の対象とし 比較すれば，以下のように整理できる。

て認められている。 ①地域環境保全林事業は国有林・民有林の双方が対

次に公益保全林事業であるが，この事業の目的 象となるのに対して，公益保全林事業は民有林の

は， I公益的機能が高いと認められる森林であって， みが対象となる。

その機能の維持，向上を図るためには公有化が必要 ②地域環境保全林事業は取得の対象となる森林に関

であると認められるものについて，その適正な保全・ してほとんど制限がない(森林法の定める森林で

管理を図ること」とされている。財政措置は地域環 あればよい)のに対し，公益保全林事業は条件が

境保全林事業と同様であるが，取得の対象となる森 厳しい。

林は地域環境保全林事業と比較しでかなり制限され ③地域環境保全林事業では，取得後の森林を森林公

まず，自治体内に存在する森林の取得に関して

固などの公の施設として整備しなければならない

のに対し，公益保全林事業では特別な施設整備を

る。

は，以下の2つの要件を満たすものとなっている。 必要としない。

①地域森林計画において特定施業森林の区域として 総じて，地域環境保全林事業は，森林取得は容

定められたもの，及び民有林の 4-11号保安林 易であるが，一定の施設整備を前提としている事業

(保安林の取得に関しては96年度に追加)。なお， であり，公益保全林事業は，要件などが厳しく事業
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の実施が困難で、あるが，森林そのものの保全を目的

とした事業であるといえる。

また，公有林化政策によって取得した森林の管

理費として，起債額の 1%に当たる額を普通交付税

として措置するという施策も用意されている。表

4における「森林の適正な管理の推進」という項目

がこれに当たる。

2.道内市町村による公有林化政策の評価

公有林化政策に関して，社団法人北海道造林協

会が道内市町村を対象とした調査を実施しているの

で九以下では造林協会によるアンケート報告書

(以下，報告書)に基づき，筆者が行った聞き取り調

査の結果とあわせて，市町村の公有林化政策への評

価をみることとする。

まず，公有林化政策に対する市町村の総体的な

評価については，報告書によれば，道内市町村の約

9割までが「よい制度である」としている。

しかし，財政措置に関しては「不服」とする市

町村が6割に達している。既に述べたとおり，現行

の公有林化政策の費用負担割合はおよそ市町村6-

8割，国2-4割となっているが，報告書によれは

市町村の望む負担割合は，市町村1-2割，北海道

3-4割，国5割となっている。現行の負担割合と

市町村の望む負担割合に大きな事離が認められる。

報告書においてはこの点に対する批判も 5割弱の自

治体から出ている。聞き取り調査においても， I農

耕放棄地や原野も，自治体が取得して森林に仕立て

ていきたい」といった市町村もみられた。現行の公

有林化政策は，このような自治体の要望に応えてい

ないといえる。

さらに，聞き取り調査において多く聞かれた公

有林化政策の問題点として，地域環境保全林事業の

要件である「森林公園等の公の施設として管理する」

という点が挙げられる。ここでいう「森林公園等の

公の施設」については若干検討が必要であろう。こ

の意味を広義に受け取れば，森林そのものも地域住

民の生活を守り豊かなものにするという意味で，十

分公の施設として把握することが可能である。しか

し実際に地域環境保全林事業を実施した市町村のな

かには， I地域の貴重な自然を保全するために公有

化を図ったが，事業要件を満たすために散策路・東

屋など当初の計画にはなかったものを作れと言われ

た」ものもある。次章で詳細に述べるが，自治体に

よる公有林化の目的は実に多様である。施設整備が

必要な場合もあれば現況の森林を保全することを目

的としている場合もあり，不必要な施設整備の強制

は，自治体による公有林化の取り組みを阻害するこ

とになりかねない 2)。

適正な負担割合については確固とした判断基準がな 3.北海道における公有林化政策の進展状況

いため言及し得ないし，起債後の交付税措置という 1993-97年度までの5年間における，北海道で

形式をとる公有林化政策において，都道府県の負担 の公有林化政策の進展状況を表 5に示す 3)。なお

をどのように組み込んでいくかは問題となるが，少 公有林化政策の対象は都道府県又は市町村となって

なくとも，公有林化政策実施にともなう費用負担が いるが，北海道による道有林化はこれまでのところ

市町村にとっては大きいものであることがわかる。 行われていないため，以下では市町村に限定して記

また，公有林化の対象要件についても様々な問 述を進めていくこととする。

題提起がなされている。 北海道内で公有林化政策を実施した市町村は，

まず，公益保全林事業の，特定施業森林を対象 道内212市町村の24%にあたる51自治体である。財

要件とすることに対する批判が強い。聞き取り調査 政措置がなされるとはいえ，公有林化政策の導入に

では， I地域の森林を保全していくためには，地域 よる市町村の財政負担が依然として大きいことを考

環境保全林事業よりも公益保全林事業の方が優れて えれば，公有林化を行う市町村は多いといえよう。

いる。しかし，公益保全林事業は対象要件が厳しく， また事業別にみると，地域環境保全林事業を導

自治体が取得したいと思つでもなかなか事業に乗ら 入した市町村は45，公益保全林事業を導入したもの

ないJという意見が出された。また，公益保全林事 は10であり，両事業を導入したものは4自治体となっ

業で保安林の取得をする場合は4-11号までの保安 ている。前節で述べたとおり，公益保全林事業は対

林に限られるが， 1 -3号までの保安林も対象とし 象要件が厳しいため実施市町村数は少ない。

てほしいという意見が強かった。さらに，現況が森 次に公有林化された森林の面積をみることとす

林であることは両事業にあてはまる要件であるが， る。公有林化された森林は5年間で合計9，139haと
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表-5 北海道における公有林化政策の進展状況

実施市町村数 1993 1994 1995 1996 1997 合計
地域環境保全林整備特別対策事業 15 12 18 17 13 45 
公益保全林整備特別対策事業 2 4 1 2 4 10 
合計 17 16 18 19 16 51 
取得面積(単位:ha) 1993 1994 1995 1996 1997 合計
地域環境保全林整備特別対策事業 1，599 1.118 1，831 2，255 1，164 7.970 
公益保全林整備特別対策事業 308 452 53 28 328 1，169 
合計 1，907 1.570 1.884 2，283 1，495 9.139 
うち国有林 260 698 641 582 674 2.855 
うち私有林 1，647 872 1，243 1，701 821 6，284 

北海道造林教会「公有林化推進対策事業調査報告書J1997，及び北海道林務部資料より作成

なっている。 1自治体平均で約180haであるが自治

体間の格差は大きく，最大では八雲町の1，587ha，

最小では上ノ国町の 1haである。

取得の対象となった森林を所有形態別でみると，

国有林2，855ha(公有化された森林の31.2%)，私有

林6，284ha(68.8%)である。私有林の取得のみを認

める公益保全林事業の存在から，私有林の取得面積

が優越しているのは当然ともとれるが，地域環境保

全林事業による取得面積のみを取っても，私有林

5，101 (64.0%)と，やはり私有林の取得が多い九た

だい私有林に限定してみても道内私有林146万

8，198haのうちわずか0.4%が公有林化されたに過ぎ

ず，面積的には極めて小規模で、ある。

こうした数字のみからの判断では公有林化政策

の今後の進展を見極めることは難しい。しかし，聞

き取り調査で今後の拡大意志を聞いてみると， I積

極的に取得していきたい」とした市町村が6，I財

政面などにおいて克服条件はあるが取得していきた

いJ，I森林・林業の現局面を考えれば，森林の管理
は公的機関が担っていかざるをえない」など，一定

の条件はあるが取得していかなければならない，と

した市町村が14あり，今後も公有林化は小規模なが

ら着実に進展していくことが予想されるのである。

以上，北海道における公有林化政策の進展状況

を概観した。取得面積は小規模であるものの，多く

の市町村が公有林化を行っていることが特徴である

といえよう。また，国有林の取得より私有林の取得

に傾斜していることも特徴としてあげられる。

注及び引用文献

1)社団法人北海道造林協会(1997):公有林化推進対策

事業調査報告書

2)この点に関しては，後述の事例研究でも触れるが，

施設整備の期限が特段決められていないため自治体

側の判断として事実上行っていないところも多い。

しかし不必要な施設整備がなされてしまった事例も

少なくないので，あえて重要な改善点として挙げた。

3)聞き取り調査の対象とした， 1993年度から96年度ま

での北海道における公有林化政策の進展状況を述べ

ておく。まず公有林化実施市町村数であるが，地域

環境保全林事業が41，公益保全林事業が7である。

重複利用した市町村が3あるため，公有林化実施市

町村は合計で45となる。公有林化された森林の面積

に着目すると，地域環境保全林事業6，803ha，公益

保全林事業841ha，合計で7，644haとなる。所有形態

別では国有林2，181ha，私有林5，463haである。

4)この数字のみから，市町村が国有林よりも私有林の

取得に積極的であるということは危険であろう。し

かし聞き取り調査においては， I国有林は国の責任

において管理すべきである」といった意見も出され

ており，国有林の取得に対しては否定的な見解が多

かった。ただし， I国有林に任せていると自治体に

とって貴重な森林が荒廃する恐れがあるJという意
識から，やむなく国有林を取得した市町村も存在し

fこ。

V.公有林化政策に対応する市町村の動向

1993年度から96年度の4年間に公有林化政策を

実施した，道内45市町村の目的を表 6に示した。

市町村が多様な目的を持って公有林化政策を導入し

ていることがわかる。以下，ここに挙げた市町村か

ら特徴的な取り組みを行っている事例をいくつか取

り上げ，各市町村が取り組んでいる公有林化の現状

を明らかにする。

ここで，あらかじめ各事例の紹介をしておく。

1.下川町は森林組合の育成・地域林業の振興を目

指し，町有林を拡大して事業量の安定化を図った自

治体である。 2.陸別町は森林公圏と町営天文台を
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表-6 北海道内市町村における公有林化政策導入の目的

支庁 市町村 * 1 国有林 私有林 内容
渡島 八雲 地 364 1，223 林業関係者の雇用確保・漁場保全が大きな目的であり，実施面積は道内で最大
鹿部 地 2 不明

檎山 江差 地 120 森林公園の造成を行うが，森林組合の事業量確保も大きな要因の一つ

上ノ国 地 1 町有林内に取り残された小面積の私有林を町有林と一体的に施業する

乙部 地・公 26 92 不在村所有の荒廃林と，憩いの場・信仰の場である国有林(竹森)の取得

厚沢部 地 140 住民がこれまで親しんできた市街地に隣接した森林(太鼓山)の取得・保全

後志 島牧 地 174 村の重要な観光地である賀老の滝周辺の森林を保全・整備するため
寿都 地 28 温泉施設を中心とし，観光的利用も視野に入れた保養施設・公園整備

黒松内 地 44 「プナ北限のさと構想」に基づく，同町添別地区のプナ林の保全
胆振 追分 地 12 農業用ダムの周辺を水源林として保全，将来的には保安林指定を行う

鵡川 地 235 鵡川上流部を水源林として整備，将来的には森林公園も考えている

早来 地 33 町の樹であるカシワ林の保全，将来的には公園整備をしていく予定

日高 平取 地 209 アイヌ民族の信仰の場であり，観光地としても重要な一風谷ダムの景観の保全

日高 地 22 市街地近郊に日高町レクの森を造成する

門別 地 375 町民の森として整備するが水源林としての保全も目的の一つ

上川 南富良野 地 123 136 水源林でもある国有林を取得。伐採後の管理放棄による荒廃森林の再生を図る
風速 地 9 風速湖畔にある森林公圏内の私有林を取得したが，積極的な利用計画はない

下川 地 461 政策の意図に合わせて森林公園型車備を行うが，
森林組合育成のための町有林事業量の確保という側面が強い

朝日 地 56 観光地として重要な岩尾内湖の景観保全のため購入

旭川 地 21 国有林を借りて運営してきた旭山森林公園を市有地とした

占冠 公 206 リゾート会社の経営悪化に伴い，水源林でもある社有林の転売を紡ぐため取得

留萌 増毛 公 305 漁場保全と農業用水確保のため，農協・生産森林組合の所有林を購入
宗谷 歌登 地 377 不明
網走 網走 地 163 不明
置戸 地 493 地域林業の核となることを目指し町有林を拡大，地場産業への材の供給も行う

津別 地 56 町の統合計画に基づく，温泉ホテルを核とした森林公園の整備

北見 地 25 市街地近郊に存在する森林公園の景観保全のために取得

常呂 地 27 「手形の里」構想に基づく森林公園造成のため取得したが，当該森林が保安林で
あったため計画は中止(交渉段階では「開発は可能Jという話であった)

丸瀬布 地 51 森林公園の景観保全を目的として取得。山彦の滝周辺の森林取得も計画中

紋別 地・公 90 市街地近郊の森林公園周辺の砂利採取地を，景観保全のために取得
小清水 地 57 レストラン・土産物屋を併設した展望台を藻琴山に建設。周辺の林地を保全

生田原 地 81 建設予定のダム湖に隣接して森林公園造成を計画。しかしダム湖建設計画が
中止する可能性があり，森林公園計画も宙に浮いた状態である

遠軽 地 246 町民の貴重なスポーツ施設であるスキー場の存続のための取得

滝上 地 306 名目上は森林公園整備だが木材生産も放棄しない。新設したニセク育成も目的
雄武 地 472 水源地(農協所有)売却の話がでたため町が確保，公園的整備もありうる

根室 標津 地 16 市街地に残る河畔林の保全を目的に購入
別海 地 51 温泉・宿泊施設を中心とした保養施設を中心とした森林公園を整備

中標津 公 7 市街地に隣接する天然林を恒久的に森林として確保し，景観を保全する
釧路 標茶 地 3 甜"路湿原国立公圏内の塘路湖キャンプ場周辺の森林を保全する
厚岸 地・公 379 厚岸湖・別寒辺牛湿原の生態系保全と漁場保全のため周辺の森林を取得
音別 地 155 音別川上流の皆伐跡地が釧路沖地震で崩壊したため，町有林として復旧を図る

十勝 陵別 地 72 星空をテーマとした地域振興策に基づき，天文台を核とした「銀河の森」を造成

音更 地 22 町内の温泉付近の森林を購入。公園整備をするか景観保全にとどめるかは未定

士幌 地 52 荒廃カラマツ人工林の整備のため購入，林況の回復を目指す

芽室 公 26 自動車7ストコース造成による森林減少に対応し，周辺の森林を確保

聞き取り調査より作成
取得面積の単位はha，93-96年度取得分の合計である
*1)導入した事業
地・・・・・・地域環境保全林特別対策事業
公・・・・・・公益保全林特別対策事業

※ 1997年度に公有林化政策を初めて導入した市町村は以下の通りである
胆振:洞爺村・…・・国有林13ha
空知:長沼町…・・国有林20ha
留萌:小平町…・・私有林250ha
天塩町・・・・・・国有林36ha

網走:東藻琴村…私有林135ha
十勝:足寄町…・・私有林84ha
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図-4 事例市町村の所在

核施設とした新たな観光拠点整備のために公有林化

を行った自治体である。 3.厚岸町は湿原生態系の

保全・漁場の保全を目的として公有林化を行ってい

る。 4.平取町はアイヌ文化の保護・継承を目的と

して，民族の聖地となっている地域の森林を取得し

て恒久的な保全を行っていこうとしている。 5.黒

松内町は街づくりのシンボルであるブナ林の保全を

目的として公有林化を実施した自治体である。 6.

鵡川町は水源極養機能の発揮を目的として水源林を

取得している。これらは特定の森林を利用・保全す

るために公有林化政策を用いた事例といえる。

他方，管内全域の森林を管理対象として捉え，

市町村が主体となった地域森林管理の一手法として

公有林化政策を用いる市町村が存在する。このよう

な事例として7.乙部町を取り上げる。

事例として取り上げた市町村の位置は図-4の

通りである。

1 .下川町

下川町は上川支庁北部に位置する。 1996年にお

ける土地利用状況をみると，総面積は64，420ha，田

813ha，畑3，021ha，山林58，329haとなっている。山

林が総面積の90.5%と高い比率を示している。

1995年の所有形態別森林面積は，総森林面積57，

302ha，国有林50，524ha(総森林面積の88.2%)，町

有林2，188ha(3.8%)，その他民有林4，590ha(8.0%) 

厚岸町

であり，圧倒的な国有林地帯となっている。

総人口は1995年で4，747人であるが，人口が最

も多かった60年を100とすると95年は30.5となる。

また，全人口に占める14歳以下の若年人口の割合は，

85年の17.8%から95年の12.5%へと，約5.3%減少し

ている。一方， 65歳以上の占める割合は85年の14.8

%から95年の24.8%へと増加しており，過疎・高齢

化が進行している。

1995年における産業別就業者数をみると，総就

業者数は2，501人，うち第 1次産業は578人(全就業

者数の23.1%)，第2次産業は763人(30.5%)，第3

次産業は1，160人(46.4%)となっている。第 1次産

業就業者のうち林業就業者数は109人，全就業者数

の4.4%を占める。また，第2次産業就業者数のう

ち木材・木製品製造業就業者数は242人，全就業者

数の9.7%と，これも高い比率となっている。林業

及び木材・木製品製造業就業者数は合計で351人，

14.0%となり，下川町にとって林業・林産業は重要

な位置にあることがわかる。

この点を生産額の面から確認しておこう。町内

総生産額119.64億円のうち，林業総生産額は11.93

億円，木材・木製品製造業総生産額は39.08億円で

あり，両者を合計すると51.01億円，町内総生産額

の42.6%にのぼる。

このように，下川町においては林業・林産業が

町の基幹産業として重要な位置を占めている。こう
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した林業・林産業の発展は，主として国有林の豊富

な天然林資源によって支えられてきた。しかし近年

では，全国的な傾向と同じく下川町内の国有林につ

いても天然、林資源の枯渇は進んでおり，人工林材を

軸とした地域林業システムの再編成が図られつつあ

る1)。このシステムの中心的な役割を担っているの

が下川町森林組合，及び下川町である。

下川町はこれまで様々な面から森林組合に対す

る支援を行っており，こうした町の支援や組合独自

の取り組みによって，下川町森林組合は全国的にみ

ても有数の規模を持つ組合に発展した。以下では下

川町による森林組合支援策の展開を追っていくこと

とするが，それは下川町による公有林化の目的を明

らかにするためにほかならない。

下川町の森林組合支援策は，まず町直営労務班

の移籍，町有林事業の委託から始まる。下川町は戦

前期においては270haあまりの町有林を持つに過ぎ

なかったが，戦後積極的に町有林の拡大を行い，

1953年には1，495ha，78年には1，914haと拡大した。

また国有林における分収林契約も80年以降拡大して

おり， 1990年には合計で263.38haとなっている。

さて，この下川町有林関連の事業を行ってきた

のが下川町森林組合であった。下川町有林の伐採事

業は当初立木販売によって行われていたが， 1956年

から町が直営労働者を雇用し，以降直営班によって

行うこととなった。 1969年，下川町はこの直営労働

者40人全員を森林組合に移籍させ，これによって下

川町森林組合の労務組織は格段に充実した。また，

町は1967年に町有林の管理事業を除く造材・造林・

林道等の事業を森林組合に委託しており，さらに

1971年には新植造林， 76年には管理事業を委託して

いる。

町有林における造林・造材事業などは，民有林

面積が少なく，従って組合員の所有する森林面積も

少ない下川町森林組合にとって大きな位置を占めて

いる。 1989年から5年間の平均では，下川町森林組

合が実施した新植の35%，下刈の47%，除間伐の23

%が下川町有林からの受託事業であるという。以上

のように，下川町森林組合発展の過程では下川町有

林が重要な役割を果たしていたのである。

また，下川町は林構事業の導入によっても森林

組合育成を行っている。下川町による林構事業の導

入は，一次林構事業(1967年-)，一次林構追加事業

(72年-)，二次林構事業(77年-)，新林構実験事業

(79年-)，新林構事業(山村林構)(83年-)，活性化

林構(地域活性化型)(90年-)，活性化林構(総合型)

(92年-)となっており，積極的に林構事業を導入し

ていることがわかる。

これら林構事業，及び集成材加工施設建設を目

的とする1990年の地域材産地形成促進モデル事業に

おける支出は，国庫補助9.62億円，道補助2.20億円

町費6.29億円森林組合等の負担金3.38億円，合計

で21.49億円となっている。このうち下川町森林組

合を事業主体とする事業に限ってみると，国庫補助

6.09億円道補助1.39億円，町費3.19億円，森林組

合等の負担金2.94億円，合計で13.62億円である。

すなわち，林構事業を通じた森林組合の施設整備な

どに対して，下川町は3.19億円もの町費を投入して

いることとなり，下川町による森林組合育成は，財

政面からも積極的に行われていることがわかるので

ある。

以上，下川町による森林組合育成策の展開を概

観してきた。下川町森林組合育成策は，町直営班の

森林組合への移行，町有林事業の森林組合への全面

委託，林構事業の導入など幅広く行われてきたが，

これらの育成策の中で下川町有林も重要な役割を果

たした。これから述べる下川町の公有林化について

も，森林組合育成という側面が重要なものとなって

いる。

既に述べたように，戦後下川町有林は拡大の一

途を辿っており， 1993年には2，188haとなっている。

下川町の公有林化政策は，さらにこの町有林を拡大

し， 98年度までに3，008haとするものである 2)。導

入事業は地域環境保全林事業であり，同町サンル地

区に存在する下川営林署所管の国有林を5ヵ年で合

計820ha取得する計画である。

公有林化政策によって取得された森林は，地域

環境保全林事業の趣旨に沿って，下川町21世紀の森

として管理されることとなっている。 21世紀の森は，

自然観察の森ゾーン・記念植樹の森ゾーン・体験林

業の森ゾーン・野鳥の森ゾーン・山菜の森ゾーンの

5つのゾーンを設定し，町内外からの利用者が森林

レクリエーションを楽しめるような森林公園整備を

行っていく。しかし，聞き取り調査においては，

「年伐採面積50ha，伐期60年の法正林施業を目指し

て町有林面積を3，000haまで拡大した。公園整備を

行うが，木材生産機能は排除しない。」としている。

このことから，今回の取得はこれまでの町有林の役
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割を更に強化するための取得であると理解すること

ができる。

公有林化によって取得した国有林はその多くが

四一四齢級のカラマツ人工林となっているが，施業

は行き届いておらず， I公園として利用してもらう

には適切な森林整備を行うことが必要」となってお

り， 97年度から林道開設・枝打ち・造林・除間伐な

どの事業を実行している。これらの事業も，基幹林

道の開設を除いて下川町森林組合に委託している。

以上，下川町における公有林化の事例を概観し

た。下川町では，国有林材生産の激減に対応するた

め，町有林からの安定的な材供給・事業量確保を目

的として公有林化を行っている。よって，他の市町

村とは対照的に国有林取得に対する指向が極めて強

い。逆に民有林管理に関しては，個別林業経営に対

する助成や林産業振興の側面から取り組まれている。

こうした対応は，林業が基幹産業となっている下川

町にとっては合理的な選択といえよう。

2.陸別町

陸別町は十勝支庁の北端に位置し，周囲を山に

固まれた内陸の町である。土地利用の状況をみると，

町の総面積は60，881ha，畑5，167ha，山林49，381haと
なっており，山林が町土の81.1%を占めている。ま

た1995年の所有形態別森林面積をみると，総森林面

積は51，491ha，うち国有林39，147ha(総森林面積の7

6.0%)，町有林1，137ha(2.2%)，その他民有林11，20

7ha(21.8%)である。民有林も一定の割合を占める

ものの，やはり国有林の存在は大きい。

1995年現在の総人口は3，429人である。 1970年

の人口は6，839人であり，この25年間でほぼ半減し

たことになる。また14歳以下の若年人口は， 1985年

には835人，全人口の18.7%を占めていたが， 95年

には415人， 12.1%まで減少している。一方65歳以

上の老年人口をみると， 85年には550人，全人口の1

2.3%であったものが， 95年には816人， 23.8%にま

で増加しており，この10年間に急速に高齢化が進ん

だことがわかる。

次に陸別町の産業別就業者数をみる。 1995年の

総就業者数は1，812人，うち第 1次産業は587人(総

就業者数の32.4%)，第2次産業は393人(21.7%)，

第3次産業832人(45.9%)である。 10年前と比較し

て第1次産業就業者数の割合は10%近く低下してい

るが，第1次産業はいまだ陸別町にとって重要な位

置にある。

1995年における第1次産業就業者数の内訳は，

農業350人，林業237人であり，林業従事者が就業者

総数の13.1%を占める。 85年の林業従事者が全就業

者数の22.5%を占めていたことと比較すれば，陸別

町における林業の衰退は否定しがたいところである

が，現在でも林業は町の基幹産業として位置付けら

れる。

また陸別町森林整備計画によれば， 1990年にお

ける木材・木製品製造業従事者は177人，当時の就

業者数の8.5%に上る。数値は若干古いが林産業の

位置づけも非常に高いといえるだろう。

このように，陸別町においては林業・林産業及

び森林の存在は極めて大きく，今後の地域振興にお

いては森林をいかに利用していくかということが決

定的な要素となる。

さて，陸別町における公有林化を述べる上で，

こうした森林の位置づけとともに重要となる要素が，

街づくりのテーマとなっている「星空」である。

陸別町が星空をテーマとした街づくりに着手す

ることとなったきっかけは， 1987年，環境庁より

「星空の街」に選定されたことである。また97年に

環境庁は， Iへール・ボップ筈星ライトダウンキャ

ンベーン」として地域ぐるみのライトダウンや琴星

観察会の実施を推進したが，その一環として「星空

にやさしい街10選」の選考を行っており，その 1っ

として陸別町が選定された。さらに，冬季にはオー

ロラが観測されることもあり，町内を走る第三セク

ター鉄道の名称が「ふるさと銀河線」であることな

ど，陸別町と星空・銀河・天体などとの関わりは深

L 、。
陸別町ではこうした背景のもと，澄んだ空気や

光害がほとんどないといった好条件を生かし，星空

をテーマとした街づくりを展開している。

こうした街づくりの一環として，陸別町では市

街地近郊の字遠別地区に森林公園「銀河の森」を造

成している。銀河の森は，コテージ村・イベントセ

ンター・遊歩道・オフロードレースが行われる陸別

サーキットなど、の施設を持つ森林公園であるが，核

施設となるのは「りくべつ宇宙地球科学館(通称，

銀河の森天文台，以下この名称、を用いる)Jである。

銀河の森天文台は，一般公開型天文台としては

日本最大の115cm反射望遠鏡をはじめ，展示ホール・

観測室等を備えた施設となっており，親子星空天文
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教室の開催や天文台だよりの発行など，教育活動や

情報発信も行っている。銀河の森天文台は1998年7

月にすでにオープンしており， 99年7月に予定され

ているコテージ村の完成を待って，銀河の森は全面

オープンとなる。

陸別町の公有林化は，銀河の森の造成用地を取

得するためのものであった。 1993年，地域環境保全

林事業を利用して72haの国有林を取得している。林

相はトドマツ・ミズナラ・イタヤカエデ等を主体と

した針広混交林であり，森林公園としての景観は非

常に優れている。また町の中心部からは車で10分程

度とアクセスしやすく，高台に位置しているため町

の中心部を一望できるなど立地条件も優れていると

いえよう。

さて， レク・保健休養などの機能は市民の自由

な利用が前提となることから，私的所有の森林にこ

れらの機能を期待することは限界があり，自治体有

林における森林公園整備は積極的な意味を持つ。さ

らに，こうした土地利用は地域の総合的な土地利用

計画の中に位置付けられることが望ましし既存の

自治体有林で対処するのではなく，公有林化による

新たな土地取得で対応することも極めて合理的であ

る。陸別町における公有林化も，土地利用計画にお

ける宇遠別地区の位置付け・交通の利便性・森林公

園としての優れた景観・天文台の立地条件などの観

点から総合的に検討された結果，銀河の森造成に最

もふさわしいと考えられる国有林を取得したのであ

る。

しかし，地域内の民有林管理という視点は，今

回の取得に関する限りでは全くなかったといってよ

い。この点は，取得対象が私有林ではなく国有林で

あったことからも理解できょう。陸別町においては，

地域森林管理の主体としての役割を担うことについ

ては消極的であり，町有林を今後積極的に拡げてい

く考えは持っていなし、。

して，民有林の比率が高くなっている。

1995年現在の総人口は13，076人である。人口の

ピークは1960年の20，185人であるが， これを100と

した場合95年の人口は64.8となる。また全人口に占

める14歳以下の若年人口の割合をみると， 85年には

23.1%であったものが95年には18.8%となっている。

同様に65歳以上の老年人口をみると， 9.8%から

16.0%へと増加している。他の農山村地域と比較す

れば過疎化・高齢化とも緩やかであるといえるが，

こうした変化が着実に進行していることは否定でき

ない。

1995年における産業別就業者数をみると，総数

は7，423人，うち第 1次産業は2，462人(全就業者数

の33.2%)，第2次産業は1，733人(23.3%)，第3次

産業は3，228人(43.5%)となっている。第 1次産業

就業者数は近年減少傾向にあるが，依然厚岸町にとっ

ては重要な位置を占めている。

第1次産業のうち，農業就業者数は487人で全

就業者数の6.6%，林業就業者数は84人で1.1%，漁

業就業者数は1，891人で25.5%となっている。

就業者数からもわかるとおり，厚岸町の基幹産

業は漁業である。厚岸湾・厚岸湖という天然の漁場

を有しているという地理的な優位性もあり，漁業生

産高も，近年減少傾向にはあるものの1993年度で約

76億円にのぼっている。

厚岸町は古くからサンマ・サケ・マス等の沿岸

漁業が盛んであったが，北洋漁業を中心とした国際

規制は一段と進んでおり，沿岸漁業を取り巻く情勢

も年々厳しさを増している。そのため町では採る漁

業から育てる漁業への転換を図っており，カキ・ホッ

キ・ウニ・見布などを対象とした栽培漁業や，大型

漁礁の設置事業などにも取り組んでいる。そのため，

厚岸湾を始めとする漁場の保全は町にとって重要な

課題となっている。

また，厚岸町による公有林化についてみる上で，

厚岸町の自然環境について言及しておかなければな

3.厚岸町 らない。前述の厚岸湖，そして厚岸湖に注ぐ別寒辺

厚岸町は釧路支庁東部，太平洋に面した町であ 牛(べかんべうし)川が貫流する別寒辺牛湿原は， 93 

る。土地利用の状況をみると，総土地面積は73，472 年にラムサール条約指定地として登録されている。

ha，畑7，711ha，牧場6，425ha，山林34，349haとなっ 国の特別天然記念物であるタンチョウが営巣し，オ

ている。 1995年現在の所有形態別森林面積は，総森 オハクチョウ・オオワシ・オジロワシ・十種類を超

林面積41，981ha，うち国有林15，513ha(36.9%)，道 えるカモ類が確認されるなど，水鳥の貴重な生息域

有林7，662haC18.3%)，町有林3，598ha(8.6%)，その となっている。

他民有林15，208ha(36.2%)である。全道平均と比較 こうしたことから，厚岸町にとっての森林は，
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漁場の保全や湿原を中心とした生態系の保全という

意味合いが強く，公有林化政策の導入についてもこ

の目的を遂行するためのものとなっている。

厚岸町は公有林化政策によって2ヶ所の森林を

購入している。 1つは94年度購入の片無去(かたむ

さり)地区，もう 1つが96年度購入の別寒辺牛地区

である。ここで中心的に扱うのは後者であるが，前

者の片無去地区の森林購入についてここで若干触れ

ておく。この森林は94年度に公益保全林事業にを用

いて取得されたもので，面積は147haである。林相

はカラマツの一斉林であり，町の水源林として貴重

な役割を果たしている。今後は水源かん養機能の発

揮を目的として適正な管理を行っていくとしている。

次いで別寒辺牛地区の森林購入について述べる。

この森林は別寒辺牛湿原に隣接する民有林863haで

あり，もと厚岸町農業協同組合所有の森林である。

町による取得の直接のきっかけは，本州企業による

当該森林の取得の話が持ち上がったことである。そ

こで町は，①ラムサール条約指定地となっている別

寒辺牛湿原及び厚岸湖の自然環境を保全するために

は，この森林が売却され，開発対象となることは望

ましくないこと，②この森林開発は別寒辺牛川の水

質を悪化させる恐れがあるが，この川の下流に位置

する厚岸湖及び厚岸湾は町の基幹産業である漁業に

とって非常に重要であり，水質の悪化は漁業に大き

な悪影響を与える恐れがあること，以上2点を理由

として森林の取得を決定した。利用した事業は地域

環境保全林事業である。

取得した森林は，町の評価では荒れ山であり，

今後は以下の方針に基づいて施業を進めていくとし

ている。

①取得森林863haのうち，未立木地155haについて

は積極的に拡大造林を図る。その際，単一樹種の

一斉林は避け，広葉樹を導入し災害に強い森林を

造成していく。

②198haを占める低質広葉樹天然林については，樹

下植栽により樹木密度の高い複層林的施業を図る。

③広葉樹天然林314haについては育成天然林施業に

よる緩やかな施業を行う。

④除地196halこついては湿原の生態系を考慮し，人

工的な施業は行わない。

以上のように，総じて公益的機能の発揮を目的

とした施業方針となっている。また， この事業は一

定の施設整備が求められる地域環境保全林事業の導

入によるものだが，厚岸町では開発圧から森林を守

るために取得を決定したのであり，そういった施設

整備は全く考えていない。

厚岸町の森林取得は，漁場保全・生態系保全と

いう政策課題を遂行するために行われた。特に，生

態系の保全そのものを目的とした政策が市町村の課

題となりつつあることは注目されるところである。

しかし今回は，漁場としても水鳥の生息域とし

ても貴重な厚岸湾・厚岸湖・別寒辺湿原に影響を及

ぼす恐れがあったからこそ取得したのである。その

意味では，取得対象として考慮された森林も限定的

なものであり，他の民有林管理にまで拡がっていく

可能性は低い。聞き取り調査においても，町が主体

となった民有林管理を行っていく方針はなく，今後

積極的に公有林化を行うこともないとのことであっ

fこ。

4.平取町

平取町は日高支庁北部，内陸に位置する町であ

る。 1996年度における土地利用状況をみると，総土

地面積は74，318ha，うち田2，036ha，畑2，157ha，山

林60，995haとなっており，山林面積が町土の82.1%

を占める。

1995年度における所有形態別森林面積は，総森

林面積63，258ha，うち国有林41，905ha(66.2%)，町

有林3，419ha(5.4%)，その他民有林17，934(28.4%) 

である。道有林が存在しないほかは，全道的な比率

とほぼ一致しているといってよい。

1995年現在の総人口は6，883人である。 65年の

人口は12，930人であり，この30年間で人口は47%減

少している。また，全人口に占める14歳以下の若年

人口の比率は， 85年の21.7%から95年の16.9%へと

減少している。 65歳以上の老年人口は同期間に12.8

%から19.2%へと増加しており，過疎化・高齢化が

進んでいる。

次に1995年度における産業別就業者数をみる。

15歳以上の就業者総数は3，698人， うち第 1次産業

は1，261人(全就業者数の34.1%)，第2次産業826人

(22.3%)，第3次産業1，611人(43.6%)となっている。

第1次産業が平取町の基幹産業として重要な位置を

占めていることがわかる。また85年の産業分類別構

成比はそれぞれ35.9%，21.1%， 43.0%であるから，

産業構造は近年それほど変動していない。

さて， ここで平取町における林業・木材関連産
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業の位置を，生産額・就業者数の点からみておく。

第1次産業のうち林業生産額は15.12億円，第2次

産業のうち木材・木製品製造業の生産額は11.29億

円，合わせて26.41億円となっており， これは町内

総生産額の約15%に当たる。また，就業者数をみる

と.90年における林業就業者数は全就業人口の4.5

%に当たる176人，木材・木製品製造業就業者数は

閉じく2.6%.101人となっている。両者を合わせる

と7.1%.277人となっており，林業・木材関連産業

は農業・酪農とともに平取町の基幹産業としての位

置を占めていることがわかる。

以上のように，森林面積自体が広大なものであ

ること，林業・木材関連産業が町の産業の重要な位

置を占めていることから，平取町の地域振興につい

ては， この広大な森林をいかに利用するかが鍵となっ

ている。

平取町では地域にとって重要な意味を持つ森林

の保全を目的として.1993年に「平取町みどり豊か

な環境保全条例」を策定し，町内の森林保全に積極

的な姿勢を示している。後述する公有林化もこの条

例に基づいて行われている。また，地域内の児童・

生徒を対象とした，自然に親しむ活動を行うフォレ

ストクラブの開催や，町の住民を対象として，環境・

森林・林業問題を論議する森林・林業フォーラムの

開催など，森林・環境の保全を目指した教育活動が

展開されており，ここにも平取町の森林保全に向け

た姿勢の一端を伺うことができる。

また，林業関連の町単独補助事業が充実してい

ることも特徴的である。 1998年現在，平取町は人工

造林・除間伐・下刈り・皆伐・野鼠駆除の各事業に

対して町単独補助を設けている。特に「民有林再生

産奨励事業」として行われている皆伐への補助は，

全道的にみても極めてユニークなものといえよう。

この事業には，①事業規模が0.1ha以上lOha以下で

あること，②対象樹種・林齢をカラマツ35年生以上

とすること，③事業実施後1年以内に再造林をする

ことなどの要件が設定されている。ここには森林保

全を図るとともに，林業生産も着実に行っていこう

とする町の意欲が感じられる。

さて，平取町の特質としてもう 1つ重要な点は，

町内の二風谷(にぷだに)地区がアイヌ民族の聖地と

なっていることである。二風谷は，アイヌ民族の伝

承であるユーカラのなかで，アイヌ民族の始祖「オ

キクルミ」神が降臨した土地として伝えられており，

アイヌ民族の信仰の地となっている。また，アイヌ

民族が多く居住する地域でもあり.1972年に行われ

た「北海道ウタリ実態調査」によると，二風谷地区

の人口約500人のうち86.2%がアイヌ民族となって

いる。このことから，町にとっては二風谷を中心と

したアイヌ文化の伝承・研究も重要な課題となって

いる。

さて，以下では平取町による公有林化の概要を

述べるが，この背景には森林保全やアイヌ文化の伝

承・保護に向けた町の取り組みがあることに留意す

る必要がある。

平取町による公有林化は1994年度，地域環境保

全林事業を利用して行われた。取得対象となった森

林は町内木材業者の所有する天然林209haであり，

所在地は二風谷地区，沙流川中流部に位置する二風

谷ダムに隣接した森林である。

この森林は数年前にある程度の伐採が入ってい

る。「おそらく保育的なものであったと思う」とい

う町職員の話のとおり.I現在でも十分良い景観を

残している」。しかし，この保育伐は当然将来の木

材生産を見越したものであり，町の重要な観光資源

でもあり，アイヌ民族の聖地でもある二風谷の森林

が伐採されてしまうという危機感が生じた。この伐

採現場を見た地域住民からも，町にこの森林を取得

してほしいとの要望が出されている。そのため，町

は以下の2点を理由としてこの森林の取得を決定し

fこ。

①二風谷地域はアイヌ民族の聖地であり，アイヌ文

化の里づくりを掲げる町にとってこの森林は重要

であること。

②二風谷地区は町の重要な観光資源でもあり，地域

の景観保全，自然休養地の創出を図る上でこの森

林は重要であること。

既に述べたとおり，この森林の状況は「現状で

も十分良い景観を残して」おり，今後の整備方向に

ついては，現存する森林を保全すること，見晴台・

散策路程度の整備のほかは手を加えないこととして

いる。

平取町による森林の取得は，基本的には町の観

光資源である二風谷地区の景観を保全するとともに，

散策路などを設けることでレクリエーション的利用

の道も確保し，二風谷地区全体の観光開発に資する

ものとなっている。しかしその背後には，アイヌ文

化の尊重・継承といった，地域の文化を守っていこ
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うとする自治体の取り組みがある。平取町の事例は，

文化・伝統の尊重といった，これまでの国主導によ

る森林政策とは全く接点、を持たなかった分野が，自

治体の森林政策によって初めて統合されたという事

実を示しており，今後の我が国森林政策における自

治体の重要性を示すものとして注目されるのである。

平取町では，町が主体となった森林管理の展開

については比較的前向きであり，地域森林管理主体

としての意識は醸成されつつあるといえよう。こう

した意識の高さは，前述した各種教育活動の展開や，

町単独補助事業の充実度からも伺い知ることができ

る。ただし現時点では，公有林化や分収契約による

私有林管理といった取り組みは今回の事業以外では

行われておらず，萌芽的状況にあるといえる。

5.黒松内町

黒松内町は北海道南西部，後志支庁南端に位置

する内陸の町である。高山地帯や平野部が少なく，

全町にわたって丘陵状の地形をなしている。

土地利用状況をみると，総面積は34，547ha，田

192ha，畑3，767ha，山林16，697haとなっている。ま

た1995年時点、の所有別森林面積をみると，総森林面

積26，187ha，うち国有林4，043ha ，道有林7，280ha，

町有林289ha，その他民有林14，575haである。森林

率は75.8%であり，全道平均の71.2%と比較して若

干高い。また私有林率が高いことが特徴的である。

人口は1995年で3，875人である。黒松内町の前

身，三和村が誕生した55年の人口を100とすると， 9 

5年の人口は52.1となる。黒松内町における近年の

人口動態の特徴は，一貫した自然減が続く一方で，

社会動態による減少が緩和しつつあることである。

また， 0 -14歳の若年人口が全人口に占める割合を

みると， 1985年には19.9%であったものが， 95年に

は14.1%へと減少している。一方65歳以上の老年人

口は同期間で17.3%から23.5%に増加しており，高

齢化も進行している。

次に1995年における産業別就業者数をみること

とする。 15歳以上の就業者総数は1，976人， うち第

1次産業は388人(全就業者数の19.6%)，第2次産

業550人(27.8%)，第3次産業1，034人(52.3%)となっ

ている。 10年前の1985年と比較すると，第1次産業

就業者の減少と第2次・第3次産業の増加が目立つ。

第1次産業就業者数の内訳は，農業350人，林

業・狩猟業38人である。就業者数全体に占める割合

はそれぞれ17.7%，2.0%であり，農業が大きな位

置を占めている。また， 1992年の農業総生産額25.7

億円のうち，約78%にあたる20.2億円が酪農・畜産

部門の生産額となっており，黒松内町の農業の中心

が酪農・畜産にあることがわかる。

第2次産業に関して注目されるのは.1993年6

月にオープンしたトワ・ヴェール黒松内特産物手作

り加工センター(以下， トワ・ヴェール)における畜

産物加工である。酪農を基幹産業とする黒松内町の

特性を生かし，ハム・ソーセージ・チーズ・アイス

クリームなどの加工・製造を行っている。なおトワ・

ヴェールでは製造工程の見学も可能となっており，

新たな観光資源としての機能も果たしている。

ここで，黒松内町における公有林化を述べてい

く上で重要な，当地域の植生について言及しておく。

黒松内町は，日本海側の寿都町から太平洋がわの長

万部町に続く黒松内低地帯に位置しているが，この

低地帯は冷温帯の主要樹種であるブナの北限地帯と

なっている。町内には，ブナ北限の自生地として19

28年に天然記念物指定を受けた国有林の歌才ブナ林

をはじめ，ブナ北限保護林として75年に北海道より

指定された道有林の白井川ブナ林などが存在する。

さらに， 92年には私有林の添別ブナ林が発見されて

いるが，これは今回公有林化の対象となった森林で

ある。

さて，黒松内町の公有林化は，当町で展開され

ている地域振興策の中で行われたものである。よっ

て以下では，黒松内町の地域振興策が誕生した経緯

とその性格について述べる。

黒松内町の地域振興策は.1988年に策定された

「ブナ北限の里づくり構想 都市と農村の交流ー(以

下，ブナ里構想)Jを基軸に展開されているもので

あるが，その前身である第l次総合計画「緑の大地

に根ざしたユートピアの建設(以下， 1次計画)Jの

概要から述べる。

1次計画は1985年に策定された。この 1次計画

の基本目標は以下の通りである。

①経済基盤の確立

農地規模拡大，生産性の向上.1.5次産業の育成。

②定住環境の整備

住環境整備， レク・運動・買い物の場形成。

③恵まれた自然環境の活用

丘陵・農村風景を生かした観光・レク拠点の整備。

④教育・文化の振興
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学校・社会教育の充実，文化財の発掘・保護。

⑤住民福祉の充実

福祉の充実・ボランティアの推進。

1次計画が策定された1985年5月，町は一般市

民のみで構成されるまちづくり推進委員会(以下，

委員会)を設置している。委員会は設立後に l次計

画の検討を開始したが，その結果は， この計画が

「具体性・個性がなく，黒松内町が将来どのような

町になるのか全くイメージがわかない，この計画で

あれば黒松内ではなくても他の町でも成り立つ」ωと

いうものであった。このことから委員会の当初の課

題は，黒松内のまちづくりのイメージを描くこと，

そのために黒松内の地理・歴史の調査を行うことに

置かれた。

おりしもこの頃 1次計画に基づき黒松内町の

シンボルツリーが公募され， 1986年3月，今後黒松

内町の地域振興策のシンボルとなるブナに決定した。

この時点では町にとってブナの位置付けはそれほど

高いものではなかったが，シンボルツリー決定もあ

り，委員会によるブナ研究が重ねられていくうち，

黒松内町のブナ林をめぐる様々なエピソードが発掘

された九こうした検討の結果， 86年11月， ブナを

まちづくりのシンボルとすることが決定され，委員

会によってブナ里構想が呈示された。

ブナ里構想に基づく黒松内町の地域振興策の特

徴は以下の5点である。

①ブナ林の保全

黒松内町のシンボルであるブナ林の保全を図る。

②都市との交流

都市住民との交流を目的としたイベントの実施や

施設整備を図る。

③住民参加

行政のみでなく，広範な市民の参加を重視する

④教育・学習の重視

フォーラムの開催・ブナ研究奨励金・ブナ林観察

会・体験学習などを行う。

⑤地場産業との連関

町の農畜産物を，イベントを通じて来訪者に提供

し，酪農・農業の振興に資する。

1988年7月，ブナ里構想は町の地域振興策とし

て正式に採用された。 94年の第2次総合計画策定時

にもその根幹にブナ里構想、が据えられ，そのタイト

ルも「自然にやさしく・人にやすらぎの田舎(まち)

ブナ北限の里づくりをめざして」となっている。

ブナ里構想の性格を端的に示すものとして，こ

こではブナウォッチングツアーを紹介しておく。こ

のイベントは，天然記念物でもある歌才ブナ林の観

察会を中心とした2日にまたがるイベントであり，

プナ里構想のイベント面での主軸となっている。イ

ベントの初日は，豆腐づくり体験や歌才森林公園で

の樹木観察，黒松内産の農畜産物・乳製品を食べな

がらの交流会，歌才森林公園の夜の姿を体験するナ

イトウオークなどが行われる。 2日目は，イベント

の中心となる歌才プナ林のウォッチングツアー，一

般農家の訪問， トワ・ヴェールでの見学・昼食会な

どが行われる。樹木観察・ウォッチングツアーなど

では，ブナ里構想、の施設面での主軸となるブナセン

ターの嘱託インストラクターが引率・指導にあたっ

ている。また，豆腐づくりでは町在住の市民が多数

参加して準備・指導を行っている。

さて，ブナ里構想に基づく黒松内町の地域振興

策の本質は， I持続可能なまちづくりJ5lを通じて，

市民がよりよく生きることのできる社会の形成を目

指すというものである。よって黒松内町における観

光事業の展開も，他地域と黒松内町民の交流を通じ

たまちづくりの一端を担っており，その意味で，観

光客数の増加による収入増のみをねらった通常の観

光事業とは性格を異にする。

黒松内町における観光事業のこうした性格を端

的に示すものとして， I制限交流人口」がある。町

の総合計画では制限交流入口を設けた理由を以下の

ように述べている。

「本町はこれまで都市との交流に配慮した地域

活性化を進めてきたほか， 21世紀を環境保全型地域

社会の到来と予測し，超高齢化社会の中で現人口を

維持しながら，持続可能なまちづくりを目指してい

る関係から，定住人口のみではなく，交流入口の設

定もまた重要であり，その設定にあたっては， r地
域環境が自然回復できる範囲内での人口設定Jとい
う新しい概念を導入する必要があります。J'l

「各種公共施設のし尿能力等の環境保全能力の

限界を規準にしてJ7l設定される制限交流入口は，

95年時点では年間10万人となっている。

しかし黒松内町を訪れる観光客数は年々増加を

続けており，近い将来に制限交流人口を超えること

が予想されている。観光客数の推移をみると， 1993 

年度には46，036人であったものが96年度98，439人と

なっており，わずか4年間で約2.1倍に増加してい
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る。

こうした観光客増から問題となっているのが歌

才ブナ林における利用圧の増加である。利用圧の増

加は貴重な森林生態系の撹乱を引き起こす要因とも

なり，樹根の露出，帰化植物の侵入などが懸念され

ている。

黒松内町における公有林化は以上のような背景

の中で行われた。前述したとおり，取得対象は添別

地区に位置する私有のブナ林， 79.6haである。導入

事業は地域環境保全林事業である。黒松内町による

添別ブナ林取得の目的は，①町が取得することによっ

て添別ブナ林自体の保全を図ること，②利用圧の増

加によって樹根の露出，帰化植物の侵入などが懸念

されている歌才ブナ林への来訪者数の分散を図り，

歌才ブナ林の保全を図ることの2点である。

添別地区は，周りを森林に固まれた歌才地区と

異なって酪農地域となっていることから，農業体験

ができるファームイン形式の観光開発の可能性を含

めた検討がなされている。また添別ブナ林の利用に

ついては，ブナセンターによる「添別ブナ林散策路

mapJの作成など， ソフト対応も迅速に行われて

いる。なおブナ林自体にはこれまであった作業路の

再整備のほかには手を加えない計画である。

以上，黒松内町における地域振興策と公有林化

の取り組みについて概観した。黒松内町においては

住民と行政の協力のもと，環境保全，都市との交流

地場産業との連関，教育的な視点などを重視した地

域振興策を展開している。こうした総合的な地域振

興策のなかで，公有林化というハード対応が有効に

機能しているといえる。ただし，この取得は町のシ

ンボルであり，地域振興の核でもあるブナ林であっ

たからこそ行われたのである。黒松内町では，公有

林化などの直接的な手法を用いて管内の民有林管理

を行っていく方針はなく，今後の取得意志も全く持っ

ていなL、。

6.絹川町

鵡川町は胆振支庁東部，太平洋に面した町であ

る。町の北部・東部は海抜200-300mの丘陵が連な

るが，総体的には平坦な地形をなしている。北海道

の海の玄関口ともいえる苫小牧市にほど近く，苫小

牧東部工業地域にも隣接している。

土地利用状況をみると，総面積16，643ha，うち

田2，833ha，畑940ha，山林8，147haとなっており，

山林が49%と比較的少ない。 1995年度における所有

別森林面積は，国有林81ha，町有林1，150ha，その

他民有林7，258haと，圧倒的な民有林地帯となって

いる。なお，国有林は防風林として存在するのみで

あり，さらにその一部も町が借り受けて「町の森」

として管理されているので，国有林の位置付けは非

常に低し、。

1995年現在の総人口は7，853人である。 1955年

から85年までは一貫して9，000人台を保っていたが，

80年代にはいると一貫して減少している。減少速度

は緩やかであるものの，鵡川町においても過疎化が

進展しつつあるといってよい。また， 0 -14才の若

年人口の推移をみると， 1985年には全人口の22.8%

であったものが， 95年には16.2%にまで減少してい

る。一方で65歳以上の老年人口は同期間で10.2%か

ら18.6%へと大幅に増加しており，高齢化も速い速

度で進行していることがわかる。

さて，鵡川町の基幹産業は，町土の17%，

2，833haを占める水回の存在からもわかるように，

農業，特に稲作である。 1995年度現在の農業就業者

数は1，096人，町内全就業者数の25.4%を占める。

また農業粗生産額は56.94億円にのぼるが， このう

ちの38.3%，21.78億円は水稲の生産による。

一方，鵡川町における林業は他産業と比較する

とその規模は小さい。町内の森林の大部分を占める

民有林の人工林率はおよそ36%と道内平均とほぼ等

しいものの，町の面積・森林率自体が小さいことも

あり，林業就業者数は1990年時点で42人，林業生産

額は1.41億円にすぎない。木材・木製品製造業の就

業者数は88人，生産額は第2次産業総生産額の9.0

%を占める4.25億円となっており，木材関連産業全

体としてみれば一定の重要性を持っているといえる

が，町独自の林業政策を打ち出していくような基盤

はないといってよい。むしろ，地域林業システムの

構築という面では，近隣の町村と広域的に取り組ん

でいくことが要請されるであろう。

鵡川町のように，林業が基幹産業となり得てい

ない市町村は，全国的にみれば多数を占めるが，こ

のような市町村も森林や森林政策と無関係ではなく，

森林の持つ公益的機能の発揮が市町村林政の重要な

課題となる。特に，鵡川町では稲作が基幹産業であ

り，農業用水の確保は町の基本課題として認識され

ている。このことから，水源緬養機能の発揮を目的

とした森林管理が重要となっているのである。
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鵡川町の公有林化は1995年度，地域環境保全林

事業を利用して行われた。対象となった森林は，町

名の由来ともなっている鵡川支流のイクベツ川流域

に位置する私有の天然林， 235haで、ある。

鵡川は町のシンボル的存在であるとともに，水

源として貴重な位置を占めており，この水源の溺養

を目的とした鵡川周辺の森林整備は，鵡川町の長年

の課題であった。この課題に対応するため，鵡川町

は1978年，鵡川支流のイクベツ川周辺を水源林とし

て取得，町水道局の管轄下に置いて整備を行ってき

た。しかしこの水源林は鵡川流域のほんの一角にす

ぎず，流域の森林を取得し，町が主体となって管理

していくことは長年の懸案となっていた。さらに，

この森林は町内及び近隣市町村に居住する森林所有

者らによって強度の伐採が行われており，町による

取得の緊要度も更に高いものとなっていたのである。

しかし，水道局は企業会計として独立採算制をとっ

ており，森林の購入による財政支出は水道料金の増

額に直結することになるので，町による取得はなか

なか実現しなかった。

このような背景の中で出された公有林化政策は，

町による水源林取得のための大きな推進力となった。

町は地域環境保全林事業による購入とともに，これ

まで所有していた町有林との交換によって，イクベ

ツ川流域の森林を町有林として統一的に整備するこ

とが可能となったのである。

またこれまで，市街地における緑地公園的なも

のは存在したものの，地域住民が自然と親しむ森林

公園はなかったため，町有林の一部に森林公園を造

成する機運も生まれていた。しかし，その候補地が

交換によって町の所有から離れたため，今回取得し

た森林を森林公園的に利用していこうという方向性

も生まれている。この計画は具体化していないが，

町では市民の参加を取入れて，地域住民の意向に合

うような利用方向を考えていきたいとしている。

以上，鵡川町による水源林取得の事例を概観し

た。水源かん養を目的とした森林整備は，水道事業

が市町村の業務となっていること，地域の産業構造・

自然的特性にかかわらず地域住民の生活のためには

不可欠であることから，これに取り組む市町村は比

較的多い。公有林化の主要な形態の lっとして位置

付けられるだろう。

しかし，水源酒養機能は広域的な森林管理のも

とで発揮されるとはいえ，行政担当者の意識として

は取水河川の上流域に位置する一定面積の森林のみ

を水源林として捉える場合が多く，管理対象として

認識される森林も限定的なものになる傾向がある。

また，水源緬養機能の発揮を目的とした市町村の多

くは，計画的な取得というよりも緊急避難的・場当

たり的な性格のものが多いのである。

鵡川町においては，水源林の他にも「町が主体

となった民有林管理が必要な場合は，分収契約等も

含めて考えていかなければならない」としているが，

今後の民有林管理において公有林化という手法を選

択することには消極的であるといえる。

7.乙部町

乙部町は北海道南部，桧山支庁中央部に位置し，

日本海を臨む町である。平野部は町内を流れる中小

河川の周辺部に形成されているが，その面積は非常

に狭小なものとなっており，なだらかな丘陵状の地

形が町土を形成している。

土地利用状況をみると，総面積16，253ha，山林

12，213ha，田395ha，畑798haとなっており，農耕地

の狭小さが目につく。

1993年度における乙部町の所有形態別森林面積

は，森林総面積13，529ha，うち国有林8，951ha，町

有林632ha，その他民有林3，946haである。森林率は

83.2%と高く，また国有林野率が66.2%と比較的高

くなっている。なお町有林は632haと小さいが， こ

れは公有林化政策が出される以前の数値であり，後

述するとおり町有林面積は拡大の一途を辿っている。

人口は1995年現在， 5，422人となっている。 65

年における人口は9，188人であったからこの30年間

で41%減少していることになる。また， 14歳以下の

若年人口が全人口に占める割合は， 1965年の32.4%

から95年の15.8%へと大幅に減少している。同様の

数字を65歳以上の老年人口についてみると， 6.8% 

から21.1%へと増加しており，高齢化はここでも深

刻化している。

次に1995年における産業別就業者数をみる。 15

歳以上の全就業者数は2，885人，そのうち第 1次産

業は651人(全就業者数の22.1%)，第2次産業1，090

人(37.8%)，第3次産業1，144人(40.0%)となってい

る。 10年前の1985年と比較すると，第1次産業就業

者の減少と第2次・第3次産業就業者の増加が目立

つ。

1995年における第1次産業就業者数の内訳をみ
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ると，農業330人(全就業者数の11.4%)，林業30人

(1.0%)，漁業291人(10.1%)となっている。各産業

ともここ数十年で激しい就業者数の減少をみている

が，農業・水産業に関しては現在も10%以上の割合

を占めており，町の基幹産業としての地位を保って

いる。また農業・漁業の95年度における町内生産額

をみると農業7.73億円，漁業14.27億円であり，相

対的には漁業が中心的な産業となっている。

1995年現在，乙部町漁業の主要魚種は漁獲量で

全体の82%，漁獲高でも70%を占めるスケトウダラ，

及び漁獲量の10%，漁獲高の13%を占めるイカなど

の回遊資源である。しかし， r主要漁獲魚種として
は相変わらず……回遊資源に依存しなければならな

い状況にあJ8)り，こうした回遊資源の豊凶により

漁獲量・漁獲高が大きく左右されるという現状認識

から，資源管理型漁業への転換を狙い，ホタテ・ウ

ニなどの養殖に着手している。しかしこのような方

向性を展開させていく上で，以下のような不安材料

の存在を挙げておかねばならない。

1965年当時，乙部町漁業の主要な漁業資源はイ

カと海藻類，特にコンブであった。当時の漁獲高は

イカが全体の51%を占める1.25億円，海藻類が19%，

0.46億円となっている。回遊性・定着性という違い

はあるものの，両者とも沿岸漁業の対象魚種である。

しかし，この両者の漁獲量はこの後一貫して減

少している。イカは1995年においても辛うじて主要

魚種の地位を保っているが，海藻類の漁獲高は全体

の0.1%にすぎない200万円にまで落ち込んでいる。

この詳しい原因については明らかでないが 1つの

説として，森林の減少・劣化による沿岸漁場環境の

悪化が挙げられる 9)。

こうした問題に対し，道内各地域では漁業関係

者による植樹運動が多く行われるようになっている

が，乙部町の存在する絵山地域ではこうした活動は

不活発である。例えば， 1988年度から93年度までの

「お魚殖やす植樹活動」における植栽本数は全道で

200，895本であるが，桧山地区の植栽本数は全体の

0.8%に満たない1，510本となっている。この要因は

明らかでないが 1つには，桧山地域における漁業

収入が道内他地域と比較して低く 10) ボランティア

による植樹活動を積極的に展開する余裕がないと考

えられるのである。このことから，町が主体となっ

た漁場保全のための森林管理がより一層の重要性を

持って登場することとなる。

この他にも，農業用水の確保・森林組合や林業

事業体の事業量確保・森林レクの場の確保など森林

に対する多様な要請を受け，町が主体となった森林

管理を展開している。以下，乙部町における森林管

理政策の概要を述べていくこととする。

乙部町が地域内の私有林管理に取り組み始めた

のは1985年のことである。この年から92年までは，

主に町単費による取得という形で行われてきた。 85

年から92年までの町単費による取得森林面積は，合

計で30.17ha，年平均で;3.77haと概して小規模であ

る。しかしこうした取得は，町が主体となった森林

管理という明確な目的意識のもとで行われていたの

であり，自治省の施策が提示される以前からこうし

た方向性を持っていたことに高い評価を与えること

ができる。

1993年以降，乙部町の森林管理政策は更なる発

展を遂げることとなる。 93年以降の乙部町森林管理

に発展の契機を与えたものは，この年に創設された

公的分収林整備推進事業，及び公有林化政策(地域

環境保全林事業・公益保全林事業)であった。これ

以降，乙部町では従来から行われていた町単費によ

る取得に加え，公的分収林，地域環境保全林事業，

公益保全林事業の4事業を利用することによって地

域森林管理の手法に大きな幅を持たせるようになっ

ている。

まず， 1993年以降の町単費による森林の取得に

ついてみておく。 93年から97年の5ヵ年の取得面積

は在村所有林27刷 a，不在村所有林48.3ha，合計で

75.9haとなっている。在村・不在村別でみれば不在

村所有林の取得に重点が置かれているとみることが

可能である。また，この5カ年における年平均取得

面積は15.18haと， 92年以前の3.77haと比較しでか

なり高い値を示しており，町単費による森林の取得

は93年以降さらに活発化したといえる。

次に公有林化政策による森林の取得について述

べる。乙部町における公有林化政策導入の実績は，

1993年度国有林26.0ha，94年度私有林92.4ha，97年

度私有林43.0ha，合計161.4haで、ある。以下， この

3件について概要を述べる。

1993年度における国有林の取得に関しては，他

の事業とは若干性格を異にしている点に留意する必

要がある。この森林は乙部町民からは竹森の呼称で

親しまれてきた。古くから漁船の航行目標として重

要な役割lを果たしており，山腹にある神社には，い
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までも漁業従事者が漁業の安全・豊漁の祈願のため

に訪れている。さらに，貴重な自然が残されており，

森林散策・レクリエーション等にも適した場所となっ

ている。乙部町による竹森の取得は，町民の財産と

して恒久的に保全するとともに環境教育の場として

有効に利用していくことを目的としている。

次に1994年取得分についてみる。この森林は東

京に事務所を構える不動産会社の所有で，不在村所

有林となっている。現在の林況はナラ・ブナ・イタ

ヤ等から構成される二次林であるが，長い期間にわ

たって適切な管理が全く行われてこなかった森林で

ある。

この森林の取得は，森林の漁場保全機能・水源

かん養機能等の充実を図ることを目的に行われたも

のであり，公益保全林事業によって行われている。

しかし公益保全林事業導入については，以下に述べ

るような問題点をクリアしなければならなかった。

既に述べたとおり，公益保全林事業による森林

取得については，特定施業森林であるか4-11号保

安林でなければならないが，この森林はいずれの要

件をも満たしてはいなかった。また，特定施業森林

の指定を受けるにしても，この森林のみでは人工林

率が低いために指定要件に乗らないという状況であっ

た。この課題を克服するため，乙部町では199拝度.

この森林に隣接し，かっ人工林率も高い町有林と合

わせて特定施業森林の指定を受け，翌94年度に公益

保全林事業を利用して取得している。

次に1997年度取得分についてみる。この森林は

乙部町在住の森林所有者が東京在住の親族に売却し

たもので，不在村所有林となっており，林況も管理

放棄された二次林である。

この森林の取得も，基本的には漁場環境保全機

能・水源かん養機能の維持等を目指すものであり，

当初は公益保全林事業を利用することが考えられて

いた。しかし， 1994年度取得分のように公益保全林

事業の対象要件を満たす対応がとれなかったため，

止むを得ず地域環境保全林事業によって取得してい

る。このため，名目上この森林は自然教育の森・森

林教育の森・森林造成の森などからなる町民の森と

して管理することになっているが，施設整備として

は管理歩道の整備のみを計画している。なお町では

森林と触れ合うための場の整備に関しても重要性を

認識しており，地域住民が気軽に散策できるような

要素も取入れつつ管理をしていく方針である。

以上，乙部町における公有林化政策による取得

分， 3件について述べてきたが， 1994年度及び97年

度の取得によって町内の不在村所有林問題がほぼ解

消したことは大きな成果といってよい。聞き取り調

査においても， I大面積の不在村所有林は公有林化

で取得した2件のみであり，現在では目立つた不在

村所有はない」とのことであった。

なお，乙部町では1998年度， 99年度にも公有林

化政策の実施を検討している。両年度とも組合員の

減少と高齢化が問題となっている生産森林組合所有

の森林が対象であり， 98年度分は52.2ha，99年度分

については面積が確定していないものの50ha前後に

なる予定である。

乙部町では，公的分収林整備推進事業を利用し

た，分収契約による私有林管理が行われており，こ

こに乙部町森林管理政策の特徴がある。前述のとお

り，この事業への市町村の対応は鈍く，制度が創設

された1993年から97年までの5か年間でこの事業に

対応した市町村は7にすぎないが，そのうちの 1つ

が乙部町である。

乙部町における公的分収林整備推進事業による

契約面積は，分収造林21品a，分収育林46.3ha，複

層林施業5.5haであり，総契約面積は62.1haで、ある山。

分収契約による私有林管理は，取得によるものと比

べて財政負担が軽減される一方，森林所有者との協

議・意志疎通が不可欠となる。よって乙部町では，

こうした対応が可能な在村所有林管理に分収契約を

重点的に用いている。契約面積を在村・不在村別に

みても，在村所有林51.1ha，不在村所有林11.0haと

なっており，在村所有林管理に傾斜していることが

確認できる。

以上，乙部町における森林管理政策の概要を述

べた。公有林化政策は大きな財政支出を伴う事業で

あり，かっ実施には様々な条件が付与されるため，

直接的な私有林管理を行おうとする場合，乙部町の

ように分収契約や町単費による取得などの組み合わ

せを考える必要がある。しかし，こうした直接的な

私有林管理が自治体財政にそれなりの圧迫を与える

ことも事実であり，乙部町においても今後は控えざ

るを得ない状況となっている。

乙部町の取り組みは，今回の調査対象のなかで

も極めて先進的な事例と位置付けることが出きる。

しかし，市町村による民有林管理を考えた場合，森

林の取得という直接的な手法のみでは対処しきれな
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いことも事実である。
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の中で『周囲は開墾し尽くされている中で，このよ

うなブナの原生林が残っているのは奇跡のようだ』

と述べています。また，歌才のブナを見て『北のヤ

シの木のようだ』と言ったとも伝えられています。

こののち.1928年(昭和3年).歌才プナ林は北限の

ブナ自生地を代表するブナ林として国の天然記念物

に指定されました。」

「太平洋戦争末期に，木製戦闘機のプロペラ材とし

て一部が切られそうになったり.1954年(昭和29年)

には町の財政的な事情から，天然記念物指定を解除

しようとする動きがあったのです。しかし，歌才ブ

ナ林の学術的価値を知る学者や地元住民の熱心な運

動により危機を免れ，今日まで原生的な姿が守られ

ています。」

5)黒松内町企画調整課(1995) 第2次黒松内町総合計

画， 49pp 

6)前掲 6)，49pp 

7)前掲 5)，49pp 

8)乙部町企画課(1992):第3次乙部町総合計画，63pp

9)紋別市林業構造改善推進協議会(1997):森林をグロー

パルな視点から闘い直す 21世紀のオホーツクの豊

かな森林・海洋.13-14においては，北海道南部

日本海側と同津軽海峡側の海洋資源の違い(日本海

側の海洋資源は津軽海峡側と比較して非常に貧弱で

あるとされている)を，沿岸部の森林の状況の違い

に求めている。

10)前掲 9)，13ppでは， 日本海側の漁業就業者の年

収がわずか150万円程度であると述べている。

11)複層林施業とは，既存の上木に関しては分収育林契

約を，新たに植栽された下木については分収造林契

約を結ぶというものである。すなわち，分収契約に

よる私有林管理面積は，分収造林と分収育林の和か

ら，複層林施業面積を差し引いたものである。

VI.考察

1.市町村林政の位置付け・役割変化

戦後の資源造成期においては，政策対象が個々

の林業経営ではなく，あくまで「森林Jであったこ

とから，森林政策(=森林資源政策)の末端の担い手

として，市町村ではなく，森林所有者の協業組織で

ある森林組合が措定された。またこの期においては

荒廃林地の復旧が国家的要請であったことから，我

が国の林政は国一都道府県一森林組合一個々の森林

所有者という体系のもとで，極めて中央集権的に進

められた。この時期の市町村は，市町村有林の所有

者として，あくまで政策客体の位置にあったに過ぎ

なL、。
我が国が高度経済成長期を迎えると，森林政策

も資本の論理に取り込まれつつ新たな使命を与えら

れる。当時，我が国の森林政策に向けられた資本の

要請は主に次の2点であった。第lに労働力供給地

帯としての農山村の再編成であり，第2には木材需

要の増加に対応するための林業生産力の向上である。

こうした課題に応えるべく農業基本法・林業基本法・

山村振興法が制定され，農業・林業の生産性の向上

とともに，労働力析出基盤としての農山村の再編成

が図られたのである。

ここにいたって市町村は，国主導の体系に取り

込まれるかたちで林政の末端機構としての役割を与

えられることとなった。この理由は第1に，上記の

3法は同ーの背景から出されたものであり，この3

法は統一的に遂行されねばならないということであ
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る。すなわち，当時の林政は森林・林業問題の内部

で完結するものではなく，地域の自治組織である市

町村が林業行政のなかで一定の役割を果たしうる可

能性が生じたのである。第2に，林業生産の合理化

を担う主体として森林組合を位置付け，事業体化を

図る方向性が追求され始めたことである。すなわち，

従来森林組合が担ってきた林政の末端機構としての

役割を市町村に移行する契機が生まれたのである。

基本法林政期においては，我が国林政の中での市町

村の位置づけはそれほど大きなものではなかったと

いってよい。しかし，これまで単なる政策客体に過

ぎなかった市町村が林政に関わる契機を得た意味は

大きい。

我が国における外材依存体制は1961年の木材価

格安定緊急対策を契機として深化し続けるが， 1970 

年代に入って資源ナショナリズムが高揚をみせはじ

めると，多くの資源保有国において輸出規制がしか

れ，外材依存体制の脆弱性が露呈される。このよう

な中で，我が国の林政は「外材依存体制を与件とし

た上で，外材価格に対抗できる圏内林業」の確立が

求められることとなった。ここで登場したものが地

域林業政策である。地域林業政策は以下のような性

格を有していた。すなわち，①外材価格に対抗でき

る地域のみを選別すること，②加工・流通といった

川下も政策対象に含み川上から川下までの一体的整

備を図ること，③こうしたことから，川上の協業組

織である森林組合に変わって，市町村が地域林業の

オルガナイザーとして措定されたことである。

以上のように， 80年代までの市町村林政は国に

よる政策体系への取り込みというかたちで発展して

きた。また，森林の木材生産機能に注目したものが

多く，独自な展開をみせた市町村も一部の林業地域

に限られていたといってよい。しかし1990年代には

いると，我が国における総体的な地方分権への潮流

近年一層厳しさを増してきた森林管理をめぐる状況

などをうけ，市町村林政は新たな局面を迎えること

となる。

90年代における市町村林政の特徴として以下の

諸点が挙げられるであろう。

第1に，森林計画の作成・個々の林業事業体へ

の助成・地域林業のオルガナイザーとしての役割と

ともに，地域森林管理の主体としての役割を担いつ

つあることである。

第2に，国の政策誘導による面は厳然として存

在するものの，こうした動きが市町村の主体的な意

志決定のもとで展開されていることである。

しかし，市町村林政の位置付け・役割変化とは

裏腹に国による財源保障は行われておらず，市町村

林務財政は地方債の発行によって何とか一定水準を

確保しているという状況である。

2.道内における公有林化政策の進展状況

公有林化政策が呈示された1993年度から97年度

までに公有林化を実施した市町村は，道内212市町

村の約24%にあたる51自治体である。財政措置がな

されるとはいえ，公有林化政策導入に伴う財政負担

は依然大きいことを考慮すれば，かなりの進展をみ

ていると評価できる。事業別では地域環境保全林事

業45，公益保全林事業10となっている。公益保全林

事業は事業対象要件が厳しく，あまり進展していな

L 、。
公有林化された森林の面積は合計で9，139haで

あるo事業別では地域環境保全林事業7，970ha，公

益保全林事業1，169haであり，やはり公益保全林事

業はあまり進展していない。所有形態別でみると国

有林2，855ha，私有林6，284haとなっており，私有林

の公有林化が比較的進んでいるといえる。しかしな

がら，私有林に限定してみても，北海道の私有林

146万8，198haのうちわずか0.4%が公有林化された

に過ぎず，面積的には極めて小規模であるといえる。

つまり北海道における公有林化は，多くの自治

体が対応してはいるものの，公有林化された森林の

面積は極めて小規模だということができる。

また公有林化を実施する市町村は，林業を基幹

産業とする自治体のみではなく，都市・農村・漁村

など極めて多様である。

3.市町村林政における公有林化の意味

今回の調査では，森林レクの場の保全・漁場保

全・森林や湿原生態系の保全・地域文化の保護や継

承を目的とした森林保全など，多様な課題に市町村

林政が対応し始めていることが明らかとなった。環

境保全における地方自治体の役割は近年世界的に注

目されつつあるが，我が国においてもその萌芽がみ

られるといってよい。また地域文化の保護・継承と

森林政策に関しては，これまでの中央集権的かっ縦

割lり行政的な森林政策体系のもとでは全く接点を持
たなかった分野であり，自治体において初めて結合
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されたという点で注目されるのである。

公有林化によって遂行される政策課題は，木材

生産・水源緬養機能・国土保全機能の発揮といった

従来型の課題というよりも，むしろこれまでの枠組

みを越え，総合的な地域振興策や土地利用計画と結

びついた課題であることが多い。木材生産機能の発

揮に関しては，本稿で述べた下川町の事例のほかは

置戸町，滝上町などでみられる程度である。また水

源緬養機能発揮を目的とした森林取得は公有林化の

主要な 1形態といえるのであるが，計画的な取得と

いうよりはむしろ緊急避難的・場当たり的な色彩が

強いのである。

一方，公有林化政策による森林の取得が市町村

による民有林管理に繋がっていくかという問題があ

る。第 I章で述べたが，今日進められている市町村

の権限強化は，森林施業に関する権限強化にみられ

るように，主として地域資源管理の計画主体として

の役割を一層強めていくという方向性にある。この

枠を越え，より直接的な地域森林管理に取り組もう

とする乙部町のような事例も存在するが，一般的に

はこうした方向性はみられない。市町村が地域森林

管理に主体的な役割を担いつつあることは確かであ

るが，公有林化に関していえば，こうした側面は希

薄である。

現在，市町村林政に対しては，地域の自然的・

社会的な特性に応じた独自な森林利用・管理を行う

主体として期待されつつあり，多くの市町村で現実

的な展開がみられるようになってきている。公有林

化政策は，管内全域の森林管理という課題に対して

は一定の限界を有するが，地域独自の振興策・土地

利用計画と結びついた森林利用・管理を行っていく

上では，市町村林政の有効な遂行手段となると考え

られる。

Summary 

In Japan， the importance of municipalities in the forest administration system has in-

creased. Theyare expected to perform the leading role in regional forest management. According 

to the Reformed Forest Law， which was adopted in 1998， municipalities were given the role on re-

gional forest management planners. 

Under this new situation， the Forest Agency， the National Land Agency， the Ministry of 

Home Affairs held the conference on forests and mountain villages. Then， in 1993， the Ministry 

of Home Affairs published the "Measures for Forest Municipalization，" which promote forest ac-

quisition by municipalities. From 1993 to 1997， 51 municipalities in Hokkaido (24% of 

Hokkaido's municipalities) acquired 9，139 ha of forests using these measures. This study seeks 

to clarify the forest-acquisition trends of municipalities in Hokkaido. 

Such municipalities are located not only in mountainous districts， but also agricultural， 

coastal， and urban areas. These municipalities had various goals in acquiring the forests， such as 

protecting forest ecosystems， preserving fishing grounds， developing forest parks， and protecting 

forests for regional culture. Most of these goals focused on land use to activate the local com-

munity rather than regional forest management through forest acquisition. 

Key words Measures for Forest Municipalization， municipalities， Hokkaido， regional forest 

management 


